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大村市消防団員等公務災害補償条例の改正概要（第３４号議案関係） 

１ 改正の理由 

消防団員等の公務災害に対する損害補償の算定の基礎となる日額（以下「補償基

礎額」という。）については、消防組織法等の規定により、政令に定める基準に従

い条例で定めることとされている。同政令が改正されたことに伴い、本条例も同様

に改正するものである。 

２ 改正の内容 

(1) 消防団員の補償基礎額を次のとおり引き上げる。

階級 勤務年数 改正前 改正後 差額 

団長及び副団長 10年未満 12,400 円 12,440 円 40円 

10年以上 20年未満 13,300 円 13,320 円 20円 

20年以上 14,200 円 14,200 円 ― 

分団長及び副分団長 10年未満 10,600 円 10,670 円 70円 

10年以上 20年未満 11,500 円 11,550 円 50円 

20年以上 12,400 円 12,440 円 40円 

部長、班長及び団員 10年未満 8,800 円 8,900 円 100円 

10年以上 20年未満 9,700 円 9,790 円 90円 

20年以上 10,600 円 10,670 円 70円 

(2) 消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を8,800円から8,900円に引き上げる。 

(3) 障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停

止期間等の算定に用いる利率について、所要の改正を行う。 

３ 施行日 

  公布の日（令和２年４月１日以後に支給すべき事由が生じた損害補償及び同日前

に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金等について適用） 
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大
村
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
新
旧
対
照
表
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改
正
後
 

改
正
前
 

（
補
償
基
礎
額
）
 

（
補
償
基
礎
額
）
 

第
５
条
 
略
 

第
５
条
 
略
 

２
 
前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
1
)
非
常
勤
消
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病

に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若

し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
死
亡
若

し
く
は
負
傷
の
原
因

で
あ

る
事

故
が

発
生

し
た

日
又

は
診

断
に

よ
り

死
亡

の
原

因
で

あ
る

疾

病
の

発
生

が
確

定
し

た
日

若
し

く
は

診
断

に
よ

り
疾

病
の

発
生

が
確

定

し
た
日
（
以
下
「
事
故
発

生
日
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
当
該
非
常
勤
消

防
団

員
が

属
し

て
い

た
階

級
及

び
当

該
階

級
に

任
命

さ
れ

た
日

か
ら

の

勤
務
年
数
に
応
じ
て
別
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。

(
1
)
非
常
勤
消
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病

に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若

し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
死
亡
若

し
く
は
負
傷
の
原
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で
あ

る
事

故
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し
た

日
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は
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断
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り

死
亡

の
原
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で

あ
る

疾

病
の

発
生

が
確

定
し

た
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若
し

く
は

診
断

に
よ

り
疾

病
の

発
生

が
確

定

し
た

日
に

お
い

て
当

該
非

常
勤

消
防

団
員

が
属

し
て

い
た

階
級

及
び

当

該
階

級
に

任
命

さ
れ

た
日

か
ら

の
勤

務
年

数
に

応
じ

て
別

表
に

定
め

る

額
と
す
る
。

(
2
)
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協

力
者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
又
は
応

急
措
置
従
事
者
（
以
下
「

消
防
作
業
従
事
者
等
」
と

い
う
。
）
が
消
防
作

業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業

務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か

り
、
又

は
消
防
作
業
等
に

従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又

は
応

急
措

置
の

業
務

に
従

事
し

た
こ

と
に

よ
る

負
傷

若
し

く
は

疾
病

に
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り
死
亡
し
、
若
し
く
は

障
害
の
状
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と
な
っ
た
場
合
に
は
、
８
，
９
０

０
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の

日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
１
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２
０
０
円

を
超

え
な
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範
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内

に
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い
て
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を
増

額
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た
額

と
す

る
こ

と
が

で

き
る
。

(
2
)
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
又
は
応

急
措
置
従
事
者
（
以
下
「

消
防
作
業
従
事
者
等
」
と

い
う
。
）
が
消
防
作

業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業

務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か

り
、
又
は
消
防
作
業
等
に

従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又

は
応

急
措

置
の

業
務

に
従

事
し

た
こ

と
に

よ
る

負
傷

若
し

く
は

疾
病

に

よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は

障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
８
，
８
０

０
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の

日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
１
４
，
２
０
０
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

に
お

い
て

こ
れ

を
増

額
し

た
額

と
す

る
こ

と
が

で

き
る
。

３
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非

常
勤
消
防
団
員
又
は
消
防

作
業
従
事
者
等
（
以
下
「

非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と

い
う
。
）
の
事
故
発
生

日
に
お
い
て
、
他
に
生
計

の
み
ち
が
な

く
主
と
し
て
非
常
勤
消
防
団
員
等
の

３
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非

常
勤
消
防
団
員
又
は
消
防

作
業
従
事
者
等
（
以
下
「

非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と

い
う
。
）
の
死
亡
若
し

く
は

負
傷

の
原

因
で

あ
る

事
故

が
発

生
し

た
日

又
は

診
断

に
よ

り
死

亡
の
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改
正
後
 

改
正
前
 

扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養

親
族
の
あ
る
非
常
勤
消

防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
１
号
又
は
第
３

号
か

ら
第

６
号

ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

扶
養

親
族

に
つ

い
て

は
１

人
に
つ
き
２
１
７
円
を
、
第
２
号
に
該

当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人

に
つ
き
３
３
３
円
を
、
そ

れ
ぞ
れ
加
算

し
て
得
た
額
を
も
っ
て
補
償
基
礎
額

と
す
る
。
 

原
因

で
あ

る
疾

病
の

発
生

が
確

定
し

た
日

若
し

く
は

診
断

に
よ

り
疾

病
の

発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち

が
な
く
主
と
し
て
非
常

勤
消
防
団
員
等
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族

の
あ
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、

第
１

号
又

は
第

３
号

か
ら

第
６

号
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
扶

養
親

族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
２
１
７
円
を
、
第
２
号

に
該
当
す
る
扶
養
親
族

に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
３
３
３
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ

加
算
し
て
得
た
額
を
も

っ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(
6
)
 
略
 

(
1
)
～
(
6
)
 
略
 

４
 
略
 

４
 
略
 

附
 
則
 

第
１
条
～
第

３
条
の
３
 
略
 

附
 
則
 

第
１
条
～
第
３
条
の
３
 
略
 

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）
 

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）
 

第
３
条
の
４
 
略
 

第
３
条
の
４
 
略
 

２
～
４
 
略
 

２
～
４
 
略
 

５
 
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
障
害
補
償

年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
は
、
当
該

障
害
補
償
年
金
を
支
給

す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
第

１
項
の
申
出
が
第
２
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た

日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が
当
該
障
害
補

償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。

５
 
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
障
害
補
償

年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
は
、
当
該

障
害
補
償
年
金
を
支
給

す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
第

１
項
の
申
出
が
第
２
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た

日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が
当
該
障
害
補

償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。

(
1
)
略

(
1
)
略

(
2
)

当
該

障
害

補
償

年
金

前
払

一
時

金
が

支
給

さ
れ

た
月

後
の

最
初

の
障

害
補

償
年

金
の

支
給

期
月

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
月

後
の

各
月

に
支

給

(
2
)

当
該

障
害

補
償

年
金

前
払

一
時

金
が

支
給

さ
れ

た
月

後
の

最
初

の
障

害
補

償
年

金
の

支
給

期
月

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
月

後
の

各
月

に
支

給

（ 3 ）



改
正
後
 

改
正
前
 

さ
れ
る
べ
き
障
害
補
償
年
金
の
額
を
、
事
故
発
生
日

に
お
け
る
法
定
利
率

に
当
該
支
給
期
月
以
後
の
経
過
年
数
（
当
該
年
数
に

１
年
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加

え
た
数
で
除
し
て
得
た
額
 

さ
れ
る
べ
き
障
害
補
償
年
金
の
額
を
、
１
０
０
分
の

５
に
当
該
支
給
期
月

以
後
の
経
過
年
数
（
当
該
年
数
に
１
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数
で
除
し
て

得
た
額
 

６
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

障
害

補
償

年
金

の
支

給
の

停
止

が
終

了
す

る
月

に

係
る
障
害
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支

給
月

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

の
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

障
害

補
償

年
金

前
払

一
時

金
の

額
か

ら
同

項
の

規
定

に
よ

り
各

月
に

支
給

さ
れ

る
べ

き
当

該
障

害
補

償
年

金
の

額
の

全
額

に
つ

き
支

給
が

停
止

さ
れ

る
期

間
に

係
る

同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に

係
る
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
当
該
支
給
期
月
か
ら
起

算
し
て
１
年
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
障

害
補
償
年
金
前
払
一
時

金
の

額
か

ら
全

額
停

止
期

間
に

係
る

合
計

額
を

差
し

引
い

た
額

に
事

故
発

生
日

に
お

け
る

法
定

利
率

に
当

該
終

了
す

る
月

の
前

項
に

規
定

す
る

経
過

年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該

終
了

す
る

月
に

支
給

さ
れ

る
べ

き
当

該
障

害
補

償
年

金
の

額
か

ら
差

し
引
い
た
額
と
す
る
。
 

６
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

障
害

補
償

年
金

の
支

給
の

停
止

が
終

了
す

る
月

に

係
る
障
害
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支

給
月

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

の
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

障
害

補
償

年
金

前
払

一
時

金
の

額
か

ら
同

項
の

規
定

に
よ

り
各

月
に

支
給

さ
れ

る
べ

き
当

該
障

害
補

償
年

金
の

額
の

全
額

に
つ

き
支

給
が

停
止

さ
れ

る
期

間
に

係
る

同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に

係
る
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
当
該
支
給
期
月
か
ら
起

算
し
て
１
年
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
障

害
補
償
年
金
前
払
一
時

金
の

額
か

ら
全

額
停

止
期

間
に

係
る

合
計

額
を

差
引

い
た

額
に

１
０

０
分

の
５

に
当

該
終

了
す

る
月

の
前

項
に

規
定

す
る

経
過

年
数

を
乗

じ
て

得
た

数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
終
了
す
る
月
に

支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

（
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）
 

（
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）
 

第
４
条
 
略
 

第
４
条
 
略
 

２
～
６
 
略
 

２
～
６
 
略
 

７
 
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
遺
族
補
償

年
金

前
払

一
時

金
の

支
給

の
原

因
た

る
非

常
勤

消
防

団
員

等
の

死
亡

に
係

る
遺
族
補
償
年
金
は
、
当

該
遺
族
補
償

年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た

日
の
属
す
る
月
（
次
条
第

２
項
の
規
定

に
基
づ
き
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
た

遺
族

で
あ

っ
て

当
該

遺
族

補
償

年
金

を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例

７
 
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
遺
族
補
償

年
金

前
払

一
時

金
の

支
給

の
原

因
た

る
非

常
勤

消
防

団
員

等
の

死
亡

に
係

る
遺
族
補
償
年
金
は
、
当

該
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た

日
の
属
す
る
月
（
次
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
た

遺
族

で
あ

っ
て

当
該

遺
族

補
償

年
金

を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例

（ 4 ）



改
正
後
 

改
正
前
 

遺
族
補
償
年
金
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
が
第
１
項
の
申
出
を
行
っ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が

当
該
遺
族
補

償
年
金
に
係
る
非
常
勤
消
防
団
員
等

の
死
亡
の
時
期
に
応
じ
次
条
第
２
項
の
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
年
齢
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
支
給
停

止
解
除
年
齢
」
と
い
う
。
）
に
達
す
る
月
）
の
翌

月
（
第
１
項
の
申
出
が
第

２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
当

該
申
出
が
行
わ

れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
次
に
掲
げ

る
額

の
合

計
額

が
当

該
遺

族
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

に
達

す
る

ま
で

の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。
 

遺
族
補
償
年
金
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
が
第
１
項
の
申
出
を
行
っ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が

当
該
遺
族
補
償
年
金
に
係
る
非
常
勤
消
防
団
員
等

の
死
亡
の
時
期
に
応
じ
次
条
第
２
項
の
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
年
齢
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
支
給
停

止
解
除
年
齢
」
と
い
う
。
）
に
達
す
る
月
）
の
翌

月
（
第
１
項
の
申
出
が
第

２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
申
出
が
行
わ

れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
次
に
掲
げ

る
額

の
合

計
額

が
当

該
遺

族
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

に
達

す
る

ま
で

の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。
 

(
1
)
略

(
1
)
略

(
2
)

当
該

遺
族

補
償

年
金

前
払

一
時

金
が

支
給

さ
れ

た
月

後
の

最
初

の
遺

族
補

償
年

金
の

支
給

期
月

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
月

後
の

各
月

に
支

給

さ
れ
る
べ
き
遺
族
補
償
年
金
の
額
を
、
事
故
発
生
日

に
お
け
る
法
定
利
率

に
当
該
支
給
期
月
以
後
の
経
過
年
数
（
当
該
年
数
に

１
年
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加

え
た
数
で
除
し
て
得
た
額

(
2
)

当
該

遺
族

補
償

年
金

前
払

一
時

金
が

支
給

さ
れ

た
月

後
の

最
初

の
遺

族
補

償
年

金
の

支
給

期
月

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
月

後
の

各
月

に
支

給

さ
れ
る
べ
き
遺
族
補
償
年
金
の
額
を
、
１
０
０
分
の

５
に
当
該
支
給
期
月

以
後
の
経
過
年
数
（
当
該
年
数
に
１
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数
で
除
し
て

得
た
額

８
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

遺
族

補
償

年
金

の
支

給
の

停
止

が
終

了
す

る
月

に

係
る
遺
族
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支

給
期

月
か

ら
起

算
し

て
１

年
以

内
の

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
遺

族
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

か
ら

同
項

の
規

定
に

よ
り

各
月

に
支

給
さ

れ
る

べ
き

当
該

遺
族

補
償

年
金

の
額

の
全

額
に

つ
き

支
給

が
停

止
さ

れ
る

期
間

に
係

る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間

に
係
る
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
を

、
当
該
支
給
期
月
か
ら

起
算

し
て

１
年

を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
遺

族
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

か
ら

全
額

停
止

期
間

に
係

る
合

計
額

を
差

し
引

い
た

額
に

事
故

発
生

日
に

お
け

る
法

定
利

率
に

当
該

終
了

す
る

月
の

前
項

に
規

定
す

る
経

過
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ

れ
当

該
終

了
す

る
月

に
支

給
さ

れ
る

べ
き

当
該

遺
族

補
償

年
金

の
額

か
ら

８
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

遺
族

補
償

年
金

の
支

給
の

停
止

が
終

了
す

る
月

に

係
る
遺
族
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支

給
期

月
か

ら
起

算
し

て
１

年
以

内
の

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
遺

族
補

償
年

金
前

払
一

時
金

の
額

か
ら

同
項

の
規

定
に

よ
り

各
月

に
支

給
さ

れ
る

べ
き

当
該

遺
族

補
償

年
金

の
額

の
全

額
に

つ
き

支
給

が
停

止
さ

れ
る

期
間

に
係

る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間

に
係
る
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
差
引
い
た
額
を
、
当
該
支
給
期
月
か
ら
起

算
し

て
１

年
を

超
え

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

遺
族

補
償

年
金

前
払

一
時

金
の

額
か

ら
全

額
停

止
期

間
に

係
る

合
計

額
を

差
し

引
い

た
額

に
１

０
０

分
の

５
に

当
該

終
了

す
る

月
の

前
項

に
規

定
す

る
経

過
年

数
を

乗
じ

て
得

た
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
終
了
す
る
月

に
支

給
さ

れ
る

べ
き

当
該

遺
族

補
償

年
金

の
額

か
ら

差
し

引
い

た
額

と
す

（ 5 ）



改
正
後
 

改
正
前
 

差
し
引
い
た
額
と
す
る
。
 

る
。
 

９
 
略
 

第
５
条
・
第
６
条
 
略
 

９
 
略
 

第
５
条
・
第
６
条
 
略
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

補
償
基
礎
額
表
 

補
償
基
礎
額
表
 

階
級
 

勤
務
年
数
 

１
０
年
未
満
 

１
０
年
以
上
２
０

年
未
満
 

２
０
年
以
上
 

団
長
及
び
副
団
長
 
１
２
，
４
４
０
円
 １

３
，
３
２
０
円
 １

４
，
２
０
０
円
 

分
団

長
及

び
副

分

団
長
 

１
０
，
６
７
０
円
 １

１
，
５
５
０
円
 １

２
，
４
４
０
円
 

部
長
、
班
長
及
び
団

員
 

８
，
９
０
０
円
 

９
，
７
９
０
円
 １

０
，
６
７
０
円
 

階
級
 

勤
務
年
数
 

１
０
年
未
満
 

１
０
年
以
上
２
０

年
未
満
 

２
０
年
以
上
 

団
長
及
び
副
団

長
 
１
２
，
４
０
０
円
 １

３
，
３
０
０
円
 １

４
，
２
０
０
円
 

分
団

長
及

び
副

分

団
長
 

１
０
，
６
０
０
円
 １

１
，
５
０
０
円
 １

２
，
４
０
０
円
 

部
長
、
班
長
及
び
団

員
 

８
，
８
０
０
円
 

９
，
７
０
０
円
 １

０
，
６
０
０
円
 

備
考
 

備
考
 

１
 
事
故
発
生
日
に
、
当

該
事
故
又

は
疾
病
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
特

に
上
位
の
階
級
に
任
命
さ
れ
た
非
常
勤
消
防
団
員
の
階
級
は
、
当
該
事

故
又

は
疾

病
が

発
生

し
た

日
の

前
日

に
お

い
て

そ
の

者
が

属
し

て
い

た
階
級
に
よ
る
。
 

１
 

死
亡

若
し

く
は

負
傷

の
原

因
で

あ
る

事
故

が
発

生
し

た
日

又
は

診

断
に

よ
っ

て
死

亡
の

原
因

で
あ

る
疾

病
の

発
生

が
確

定
し

た
日

若
し

く
は
診
断
に
よ
っ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
、
当
該
事
故
又
は

疾
病

が
発

生
し

た
こ

と
に

よ
り

特
に

上
位

の
階

級
に

任
命

さ
れ

た
非

常
勤
消
防
団
員
の
階
級
は
、
当
該
事
故
又
は
疾
病
が

発
生
し
た
日
の
前

日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
階
級
に
よ
る
。
 

２
 
略
 

２
 
略
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大村市税条例の改正概要（第３５号議案関係） 

１ 寡婦（夫）控除の見直しに伴う改正 

(税条例第 17条、第 26条の 2)(施行日：令和 3年 1月 1日) 

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無によ

る不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消する

ため、所得税における改正と同様に次のとおり改正する。 

(1) ひとり親に対するひとり親控除の適用等に関する改正

前年の合計所得金額が１３５万円以下のひとり親 （※）に係る市民税を非課税

とするとともに、ひとり親に対し、ひとり親控除を適用する。 

※ ひとり親

現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死が明らかでない者のうち、次

の全ての要件を満たす者 

(1) 生計を一にする子で、前年の合計所得金額が４８万円以下であるも

のを有すること。 

(2) 前年の合計所得金額が５００万円以下であること。

(3) 事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 

(2) 寡婦控除に関する改正

寡婦控除の適用を受けるための要件として、次の要件を追加する。

ア 前年の合計所得金額が５００万円以下であること。

イ 事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

【イメージ】 

(1) 本人が女性の場合 （単位：万円） 

配偶関係 死別 離別 ひとり親 

本人の合計所得金額 
500万円 
以下 

500万円 
超 

500万円 
以下 

500万円 
超 

500万円 
以下 

あり 子 30 26（－） 30 26（－） （30） 

子以外 26 26（－） 26 26（－） （－） 

なし 26 － － － （－） 

(2) 本人が男性の場合 （単位：万円） 

配偶関係 死別 離別 ひとり親 

本人の合計所得金額 
500万円 
以下 

500万円 
超 

500万円 
以下 

500万円 
超 

500万円 
以下 

あり 子 26（30） － 26（30） － （30） 

子以外 － － － － （－） 

なし － － － － （－） 

※１ 上記(1)及び(2)の表中の数字は、個人住民税に係る所得控除の金額

（網掛け部分の数字は、改正後の個人住民税に係る所得控除の金額） 

※２ ・・・改正後のひとり親控除の所得控除の金額

※３ ・・・改正後の寡婦控除の所得控除の金額

扶
養
親
族

扶
養
親
族

（ 7 ）



２ 所有者不明土地等に係る固定資産税の課税に関する改正 

(1) 所有者不明土地等の使用者を所有者とみなす制度の拡大

(税条例第 36条第 5項)(施行日：公布の日)

一定の調査（※）を尽くしてもなお固定資産の所有者が１人も明らかにならな

い場合は、あらかじめ当該固定資産の使用者に対して通知した上で、当該使用

者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことが

できることとする。 

※ 一定の調査の例

ア 所有者不明土地等の登記事項証明書の交付を請求する。

イ 使用者と思われる者に対し、所有者の情報の提供を求める。

ウ 所有者と思われる者が記載されていると思われる戸籍等を備える

市町村の長又は登記官に対し、所有者の情報の提供を求める。 

(2) 現に所有者不明土地等を所有している者（相続人等）の申告の制度化

（税条例第 54条の 3）（施行日：公布の日）

登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有

者不明土地や空き家等を所有している相続人等に対し、氏名、住所等を申告さ

せることができることとする。 

また、現に所有者不明土地や空き家等を所有している相続人等が正当な事由

がなく、当該申告をしなかった場合は、１０万円以下の過料を科すこととする。 

３ 軽量な葉巻たばこの課税標準に関する改正 

  (税条例第 76条)(施行日：令和 2年 10月 1日以降段階的に改正) 

軽量な葉巻たばこ（１本当たりの重量が１ｇ未満の葉巻たばこ）の課税標準につ

いて、次のとおり改正する。 

売渡時期 軽量な葉巻たばこの紙巻たばこへの換算方法 

葉巻たばこ 1gを紙巻たばこ 1本に換算する。 

1 本当たりの重量が 0.7g 未満の葉巻たばこ は、当

該葉巻たばこ 1本を 紙巻たばこ 0.7本 に換算する。 

R3.10/1～ 
1 本当たりの重量が 1g 未満の葉巻たばこ は、当該

葉巻たばこ 1本を 紙巻たばこ 1本 に換算する。 

～R2.9/30 

R2.10/1～R3.9/30 

重量比例課税 

本数課税 
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４ わがまち特例（地域決定型地方税制特例措置）に関する改正 

(税条例附則第 10項の 17、第 10項の 25)(施行日：公布の日) 

地方税法の改正により、わがまち特例（同法で一律に定めていた固定資産税に係

る課税標準の特例割合を同法で定める範囲内で自治体が自主的に判断し、条例で定

めることができる仕組み）を定めることができる項目が追加され、特例割合を定め

る際に参酌する基準等が改正されたことに伴い、次の項目について固定資産税に係

る課税標準の特例割合を条例で定める。 

項目 

（対象資産） 

法改正前の 

特例割合 

法改正後の特例割合 

法で定める 

特例割合の範囲 

条例で定める 

特例割合 

令和 2年 4月 1日から令和 4

年 3 月 31 日までの間に新た

に取得された電気事業者に

よる再生可能エネルギー電

気の調達に関する特別措置

法に規定する再生可能エネ

ルギー発電設備のうち、出力

5,000 キロワット以上の特

定水力発電設備 

（附則第 10項の 17） 

3分の 2 

※条例の適用 

12 分の 7 以上 

12 分の 11 以下 

（参酌基準：4分の 3） 

4 分の 3 

令和 2年 4月 1日から令和 5

年 3 月 31 日までの間に水防

法第 15 条の 6 第 1 項の規定

により指定された浸水被害

軽減地区内にある土地（新た

に固定資産税が課されるこ

ととなった年度から 3 年度

分の固定資産税に限る。） 

（附則第 10項の 25） 

なし 

2分の 1以上 

6分の 5以下 

（参酌基準：3分の 2） 

3 分の 2 
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５ 新型コロナウイルス感染症に係る特例に関する改正 

(1) わがまち特例の項目の追加

(税条例附則第 10項の 27)(施行日:公布の日)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中

小事業者等を支援する観点から、地方税法が改正され、わがまち特例を定める

ことができる項目が追加されたことに伴い、次の項目について固定資産税に係

る課税標準の特例割合を条例で定める。 

項目 

（対象資産） 

法改正前の 

特例割合 

法改正後の特例割合 

法で定める 

特例割合の範囲 

条例で定める 

特例割合 

中小事業者又は中小企業者

が令和 2年 4月 1日から令和

3 年 3 月 31 日までの間に認

定先端設備等導入計画に従

って取得(事業の用に供され

たことのないものの取得に

限る。)した先端設備等に該

当する家屋及び構築物（新た

に固定資産税が課されるこ

ととなった年度から 3 年度

分の固定資産税に限る。） 

(附則第 10項の 27) 

なし 

0以上 

2分の 1以下 

（参酌基準：なし） 

0 

(2) 環境性能割の臨時的軽減に係る適用期限の延長

(税条例附則第 15項)(施行日：公布の日)

特定期間内に３輪以上の軽自動車を取得した場合に、環境性能割の税率が

１％軽減される特例措置の適用期限を６か月延長する。 

【特定期間】 

改正前 改正後 

R1.10/1 ～ R2.9/30 R1.10/1 ～ R3.3/31 

【対象車及び税率】 

特例措置の対象車 税率 

平成 32年度燃費基準達成軽自動車（自家用・乗用）

のうち、次のいずれかに該当するもの 

・平成 30年排出ガス基準 50％低減達成軽自動車

・平成 17年排出ガス基準 75％低減達成軽自動車

取得価額の 1％ 

（特定期間：非課税） 
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(3) 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例 

(税条例附則第 43項)(施行日：令和 3年 1月 1日) 

指定行事 （※）のうち、市長が指定するものの中止等により生じた入場料金等

の払戻しを請求する権利を令和２年２月１日から令和３年１２月３１日まで

に放棄した場合は、当該入場料金等の金額について、寄附金を支出したものと

みなし、寄附金税額控除を適用することとする。 

※ 指定行事 

令和２年２月１日から令和３年１月３１日までの間に行われた又は行わ

れることとされていた文化芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定

かつ多数の者から入場料金等の支払を受けて行われる行事であって、新型

コロナウイルス感染症が発生したことによる国又は地方公共団体からの中

止等の要請を受けて中止等を行った行事であると認められるものとして、

文部科学大臣が指定するもの 

(4) 新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例 

(税条例附則第 44項)(施行日：令和 3年 1月 1日) 

消費税率１０％が適用される住宅の取得等をして、令和元年１０月１日から

令和２年１２月３１日までの間に、当該住宅を居住の用に供した場合に住宅借

入金等特別税額控除 （※）が１３年適用される特例措置について、新型コロナウ

イルス感染症の影響により居住開始が令和２年１２月３１日以降になった場

合であっても、次の要件を全て満たし、令和３年１２月３１日までに居住開始

をした場合は、当該特例措置を適用する。 

ア 住宅の取得等の区分に応じ、次の期日までに契約が行われていること。 

  (ｱ) 注文住宅を新築する場合 令和２年９月３０日 

(ｲ) 分譲住宅及び既存住宅を取得する場合 令和２年１１月３０日 

(ｳ) 増改築等をする場合 令和２年１１月３０日 

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により居住開始が遅れたこと。 

 

【イメージ】 

適用期限 

（税条例の適用） 
R15年度（R16年度） 

居住開始の時期 

（地方税法の適用） 

H26.4/1 

～R1.9/30 

R1.10/1 

～R2.12/31(R3.12/31) 

R3.1/1 

～R3.12/31 

控除期間 

（地方税法の適用） 
10年 13年 10年 

※ 住宅借入金等特別税額控除 

所得税の住宅ローン控除の適用を受けた者について、所得税額から住宅

ローン控除可能額を控除しても住宅ローン控除可能額に残額がある場合に、

翌年度の個人住民税額から当該残額を控除する特例措置 
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村
市
税
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
１
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
個
人
の
市
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）
 

第
１

７
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

に
対

し
て

は
、

市
民

税

（
第
２
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第
３
５
条
の
規
定
に
よ
り
課
す
る

所
得
割
（
以
下
「
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を

課
さ
な
い
。
た
だ
し
、
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
1
)
略

(
2
)
障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
又
は
ひ
と
り
親
（
こ
れ
ら
の
者
の
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
１
，
２
５
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
を
除
く
。
）

２
 
略
 

（
所
得
控
除
）
 

第
２
６
条
の
２
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者

が
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
各
号

の
い
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れ
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に
掲
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る
者
に
該
当
す
る
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に
は
、
同
条
第
１
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び
第
３
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か
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１
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の
規
定
に
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り
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損
控
除
額
、
医
療
費
控
除
額
、
社

会
保
険
料
控
除
額
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除

額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
障
害
者
控
除
額
、
寡
婦
控
除
額
、
ひ
と
り
親
控

除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
又
は
扶

養
控
除
額
を
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
、
第
６

項
及
び
第
１
１
項
の
規
定
に
よ
り
基
礎
控
除
額
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
者
の
前
年

の
所
得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所
得

金
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

（
市
民
税
の
申
告
）
 

第
２
８
条
の
２
 
第
１
６
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
１
５
日
ま

で
に
、
施
行
規
則
第
５
号
の
４
様
式
（
別
表
）
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
３
１
７
条
の
６
第
１
項
又
は
第

（
個
人
の
市
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）
 

第
１

７
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

に
対

し
て

は
、

市
民

税

（
第
２
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第
３
５
条
の
規
定
に
よ
り
課
す
る

所
得
割
（
以
下
「
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を

課
さ
な
い
。
た
だ
し
、
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
1
)
略

(
2
)
障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
又
は
寡
夫
（
こ
れ
ら
の
者
の
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
１
，
２
５
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
を
除
く
。
）

２
 
略
 

（
所
得
控
除
）
 

第
２
６
条
の
２
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
条
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１
項
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び
第
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か
ら
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１
２
項
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規
定
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損
控
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額
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控
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模
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控
除

額
、
地
震
保
険
料
控
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控
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控
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、
配
偶
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控
除
額
、
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偶
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別
控
除
額
又
は
扶
養
控
除
額

を
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
、
第
７
項
及
び
第
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２
項
の
規
定
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よ
り
基
礎
控
除
額
を
そ
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そ
の
者
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し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金
額
か
ら

控
除
す
る
。
 

（
市
民
税
の
申
告
）
 

第
２
８
条
の
２
 
第
１
６
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
１
５
日
ま

で
に
、
施
行
規
則
第
５
号
の
４
様
式
（
別
表
）
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
３
１
７
条
の
６
第
１
項
又
は
第

（ 12 ）



改
正
後

改
正
前

４
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提

出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金

等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又

は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
（
公
的
年

金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額

（
令
第
４
８
条
の
９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共

済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学

生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
（
所
得
税
法
第
２
条
第
１
項
第
３
３
号
の

４
に
規
定
す
る
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は

法
第
３
１
４
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
又
は
こ
れ
ら

と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
３
１
３
条

第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
純

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
２
６
条
の
６
の
規
定
に

よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」

と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
）
及
び

第
１
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
も
の
（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表

の
上
欄
の
（
二
）
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

２
～
８
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
２
８
条
の
３
の
２
 
所
得
税
法
第
１
９

４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該

申
告

書
の

提
出

の
際

に
経

由
す

べ
き

同
項

に
規

定
す

る
給

与
等

の
支

払
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に

給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経

４
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提

出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金

等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又

は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
（
公
的
年

金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額

（
令
第
４
８
条
の
９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共

済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学

生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
（
所
得
税
法
第
２
条
第
１
項
第
３
３
号
の

４
に
規
定
す
る
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は

法
第
３
１
４
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
又
は
こ
れ
ら

と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
３
１
３
条

第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
純

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
２
６
条
の
６
の
規
定
に

よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」

と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
）
及
び

第
１
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
も
の
（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表

の
上
欄
の
（
二
）
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

２
～
８
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

第
２
８
条
の
３
の
２
 
所
得
税
法
第
１
９
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該

申
告

書
の

提
出

の
際

に
経

由
す

べ
き

同
項

に
規

定
す

る
給

与
等

の
支

払
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に

給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経

（ 13 ）



改
正
後

改
正
前

由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)・

(
2)
 略

 

(
3
)
略

２
～
５
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
２
８
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第
２
０

３
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地

に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
７
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（
控
除
対
象

扶
養
親
族
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書

の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す

る
公

的
年

金
等

の
支

払
者

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
公

的
年

金
等

支
払

者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前

日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
)・

(
2)
 略

 

(
3
)
略

２
～
５
 
略
 

（
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
３
２
条
の
６
 
略
 

２
 
法
の
施
行
地
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法

由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)・

(
2)
 略

 

(
3
)

当
該

給
与

所
得

者
が

単
身

児
童

扶
養

者
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
そ

の
旨

(
4
)
略

２
～
５
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

第
２
８
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地

に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
２
０
３
条
の
７
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（
控
除
対
象

扶
養
親
族
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
若
し
く
は
単
身
児
童
扶
養
者
で
あ
る
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に

住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税

法
第
２
０
３
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公

的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等

支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
)・

(
2)
 略

 

(
3
)

当
該

公
的

年
金

等
受

給
者

が
単

身
児

童
扶

養
者

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、
そ
の
旨

(
4
)
略

２
～
５
 
略
 

（
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
３
２
条
の
６
 
略
 

２
 
法
の
施
行
地
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法

（ 14 ）



改
正
後

 
改
正
前

 

人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
租
税
特
別
措

置
法
第
６
６
条
の
７
第
５
項
及
び
第
１
１
項
又
は
第
６
８
条
の
９
１
第
４
項

及
び
第
１
０
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
法
第
３
２
１
条
の
８

第
２
４
項
及
び
令
第
４
８
条
の
１
２
の
２
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
控

除
す
べ
き
額
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控

除
す
る
。
 

３
～
１
７
 
略
 

 （
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

第
３
６
条
 
略
 

２
 
前
項
の
所
有
者
と
は
、
土
地
又
は
家
屋
に
つ
い
て
は
、
登
記
簿
又
は
土
地

補
充
課
税
台
帳
若
し
く
は
家
屋
補
充
課
税
台
帳
に
所
有
者
（
建
物
の
区
分
所

有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
７
年
法
律
第
６
９
号
）
第
２
条
第
３
項
の
専

有
部
分
の
属
す
る
家
屋
（
同
法
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
共
用
部
分
と

さ
れ
た
附
属
の
建
物
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
に
係
る
同
法
第

２
条

第
２

項
の

区
分

所
有

者
（

以
下

「
区

分
所

有
者

」
と

い
う

。
）

と
す

る
。
以
下
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
同
様
と
す
る
。
）
と
し
て
登
記
又
は
登
録

が
さ
れ
て
い
る
者
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
有
者
と
し
て
登
記
又

は
登
録
が
さ
れ
て
い
る
個
人
が
賦
課
期
日
前
に
死
亡
し
て
い
る
と
き
、
若
し

く
は
所
有
者
と
し
て
登
記
又
は
登
録
が
さ
れ
て
い
る
法
人
が
同
日
前
に
消
滅

し
て
い
る
と
き
、
又
は
所
有
者
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
る
法
第
３
４
８
条
第

１
項
の
者
が
同
日
前
に
所
有
者
で
な
く
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
同
日
に
お
い

て
当
該
土
地
又
は
家
屋
を
現
に
所
有
し
て
い
る
者
を
い
う
。
 

３
 
第
１
項
の
所
有
者
と
は
、
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
償
却
資
産
課
税
台
帳

に
所
有
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
者
を
い
う
。
 

４
 
固
定
資
産
の
所
有
者
の
所
在
が
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
事
由
に

よ
り
不
明
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
使
用
者
を
所
有
者
と
み
な
し
て
、
固
定

資
産
課
税
台
帳
に
登
録
し
、
そ
の
者
に
固
定
資
産
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
は
、
当
該
登
録
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
租
税
特
別
措

置
法
第
６
６
条
の
７
第
４
項
及
び
第
１
０
項
又
は
第
６
８
条
の
９
１
第
４
項

及
び
第
１
０
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
法
第
３
２
１
条
の
８

第
２
４
項
及
び
令
第
４
８
条
の
１
２
の
２
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
控

除
す
べ
き
額
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控

除
す
る
。
 

３
～
１
７
 
略
 

 （
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

第
３
６
条
 
略
 

               ２
 
固
定
資
産
の
所
有
者
の
所
在
が
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
事
由
に

よ
っ
て
不
明
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
使
用
者
を
所
有
者
（
建
物
の

区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
７
年
法
律
第
６
９
号
）
第
２
条
第
３

項
の
専
有
部
分
の
属
す
る
家
屋
（
同
法
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
共
用

（ 15 ）



改
正
後

 
改
正
前

 

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
当
該
使
用
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

   ５
 
法
第
３
４
３
条
第
５
項
に
規
定
す
る
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
固
定
資
産
の

所
有
者
の
存
在
が
不
明
で
あ
る
場
合
（
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

に
は
、
そ
の
使
用
者
を
所
有
者
と
み
な
し
て
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録

し
、
そ
の
者
に
固
定
資
産
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
市
は
、
当
該
登
録
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨

を
当
該
使
用
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
２
９
年
法
律
第
１
１
９
号
）
に
よ
る
土
地
区
画

整
理
事
業
（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
９
年
法
律
第
４
９
号
）
第
４
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
区

画
整
理
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備

の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
４
５
条
第
１
項
第
１
号
の
事
業
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５

号
）
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
法
令
若
し

く
は
規
約
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
仮
換
地
、
一
時
利
用
地
そ
の
他
の
仮

に
使
用
し
、
若
し
く
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
土
地
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
仮
換
地
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
指
定
が
あ
っ
た
場
合
又
は
土
地
区

画
整
理
法
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
者
が
同
法
第
１
０
０
条
の
２

（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
４
６

条
第
１
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
管
理
す
る

土
地
で
当
該
施
行
者
以
外
の
者
が
仮
に
使
用
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
仮
使
用
地
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
仮
換
地
等
又
は

仮
使
用
地
に
つ
い
て
使
用
し
、
又
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ

た
日
か
ら
換
地
処
分
の
公
告
が
あ
る
日
又
は
換
地
計
画
の
認
可
の
公
告
が
あ

る
日
ま
で
の
間
は
、
仮
換
地
等
に
あ
っ
て
は
当
該
仮
換
地
等
に
対
応
す
る
従

前
の
土
地
に
つ
い
て
、
登
記
簿
又
は
土
地
補
充
課
税
台
帳
に
所
有
者
と
し
て

部
分
と
さ
れ
た
附
属
の
建
物
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
に
係
る

同
法
第
２
条
第
２
項
の
区
分
所
有
者
（
以
下
「
区
分
所
有
者
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
以
下
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
同
様
と
す
る
。
）
と
し
て
こ
れ
を
固

定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
し
、
そ
の
者
に
固
定
資
産
税
を
課
す
る
。
 

      ３
 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
２
９
年
法
律
第
１
１
９
号
）
に
よ
る
土
地
区
画

整
理
事
業
（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
９
年
法
律
第
４
９
号
）
第
４
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
区

画
整
理
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備

の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
４
５
条
第
１
項
第
１
号
の
事
業
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５

号
）
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
法
令
若
し

く
は
規
約
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
仮
換
地
、
一
時
利
用
地
そ
の
他
の

仮
に
使
用
し
、
若
し
く
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
土
地
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
仮
換
地
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
指
定
が
あ
っ
た
場
合
又
は
土
地

区
画
整
理
法
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
者
が
同
法
第
１
０
０
条
の

２
（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
４

６
条
第
１
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
管
理

す
る
土
地
で
当
該
施
行
者
以
外
の
者
が
仮
に
使
用
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
仮
使
用
地
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
仮

換
地
等
又
は
仮
使
用
地
に
つ
い
て
使
用
し
、
又
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
換
地
処
分
の
公
告
が
あ
る
日
又
は
換
地
計
画
の
認
可

の
公
告
が
あ
る
日
ま
で
の
間
は
、
仮
換
地
等
に
あ
っ
て
は
当
該
仮
換
地
等
に

対
応
す
る
従
前
の
土
地
に
つ
い
て
、
登
記
簿
又
は
土
地
補
充
課
税
台
帳
に
所

（ 16 ）



改
正
後

改
正
前

登
記
又
は
登
録
が
さ
れ
て
い
る
者
を
も
っ
て
、
仮
使
用
地
に
あ
っ
て
は
土
地

区
画
整
理
法
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
者
以
外
の
仮
使
用
地
の
使

用
者
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
仮
換
地
等
又
は
仮
使
用
地
に
係
る
第
１
項

の
所
有
者
と
み
な
し
、
換
地
処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
又
は
換
地
計
画
の
認

可
の
公
告
が
あ
っ
た
日
か
ら
換
地
又
は
保
留
地
を
取
得
し
た
者
が
登
記
簿
に

当
該

換
地

又
は

保
留

地
に

係
る

所
有

者
と

し
て

登
記

さ
れ

る
日

ま
で

の
間

は
、
当
該
換
地
又
は
保
留
地
を
取
得
し
た
者
を
も
っ
て
当
該
換
地
又
は
保
留

地
に
係
る
同
項
の
所
有
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

７
 
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
１
０
年
法
律
第
５
７
号
）
第
２
３
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
使
用
す
る
埋
立
地
若
し
く
は
干
拓
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
埋
立
地
等
」
と
い
う
。
）
又
は
国
が
埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
に
よ
り
造
成

す
る
埋
立

地
等
（
同
法
第
４
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
前
の
埋
立
地

等
に
限
る

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
工
作
物
を
設
置
し
、
そ
の

他
土
地
を

使
用
す
る
場
合
と
同
様
の
状
態
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
（
埋
立

て
又
は
干

拓
に
関
す
る
工
事
に
関
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
埋
立
地
等
を
も
っ
て
土
地
と
み
な
し
、
こ
れ
ら
の

埋
立
地
等

の
う
ち
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
特
別
区
、
こ
れ
ら
の
組
合
、
財

産
区

及
び

合
併

特
例

区
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

都
道

府
県

等
」

と
い

う
。
）
以
外
の
者
が
同
法
第
２
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
す
る
埋
立

地
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
を
も
っ
て
当
該
埋
立
地

等
に
係
る
第
１
項
の
所
有
者
と
み
な
し
、
都
道
府
県
等
が
同
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
使
用
し
、
又
は
国
が
埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
に
よ
り
造
成
す
る
埋

立
地
等
に

あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
等
又
は
国
が
当
該
埋
立
地
等
を
都
道
府
県

等
又
は
国

以
外
の
者
に
使
用
さ
せ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
当
該
埋
立
地
等
を

使
用
す
る

者
（
土
地
改
良
法
第
８
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
国
又
は

都
道
府
県

が
行
う
同
項
第
１
号
の
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
埋
立
地
等
を
使

用
す
る
者
で
令
第
４
９
条
の
３
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
も
っ
て
当

該
埋
立
地
等
に
係
る
第
１
項
の
所
有
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

８
 
略
 

有
者
と
し
て
登
記
又
は
登
録
さ
れ
て
い
る
者
を
も
っ
て
、
仮
使
用
地
に
あ
っ

て
は
土
地
区
画
整
理
法
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
者
以
外
の
仮
使

用
地
の
使
用
者
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
仮
換
地
等
又
は
仮
使
用
地
に
係

る
第
１
項
の
所
有
者
と
み
な
し
、
換
地
処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
又
は
換
地

計
画
の
認
可
の
公
告
が
あ
っ
た
日
か
ら
換
地
又
は
保
留
地
を
取
得
し
た
者
が

登
記
簿
に
当
該
換
地
又
は
保
留
地
に
係
る
所
有
者
と
し
て
登
記
さ
れ
る
日
ま

で
の
間
は
、
当
該
換
地
又
は
保
留
地
を
取
得
し
た
者
を
も
っ
て
当
該
換
地
又

は
保
留
地
に
係
る
同
項
の
所
有
者
と
み
な
す
。
 

４
 
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
１
０
年
法
律
第
５
７
号
）
第
２
３
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
っ
て
使
用
す
る
埋
立
地
若
し
く
は
干
拓
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
埋
立
地
等
」
と
い
う
。
）
又
は
国
が
埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
に
よ
っ
て

造
成
す
る
埋
立
地
等
（
同
法
第
４
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
前
の
埋

立
地
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
工
作
物
を
設
置
し
、

そ
の

他
土

地
を

使
用

す
る

場
合

と
同

様
の

状
態

で
使

用
さ

れ
て

い
る

も
の

（
埋
立
て
又
は
干
拓
に
関
す
る
工
事
に
関
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
埋
立
地
等
を
も
っ
て
土
地
と
み
な
し
、
こ

れ
ら
の
埋
立
地
等
の
う
ち
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
特
別
区
、
こ
れ
ら
の
組

合
、
財
産
区
及
び
合
併
特
例
区
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」

と
い
う
。
）
以
外
の
者
が
同
法
第
２
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
使
用
す

る
埋
立
地
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
を
も
っ
て
当
該

埋
立
地
等
に
係
る
第
１
項
の
所
有
者
と
み
な
し
、
都
道
府
県
等
が
同
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
っ
て
使
用
し
、
又
は
国
が
埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
に
よ
っ
て

造
成
す
る
埋
立
地
等
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
等
又
は
国
が
当
該
埋
立
地
等

を
都
道
府
県
等
又
は
国
以
外
の
者
に
使
用
さ
せ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
当
該

埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
（
土
地
改
良
法
第
８
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
国
又
は
都
道
府
県
が
行
う
同
項
第
１
号
の
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
埋

立
地
等
を
使
用
す
る
者
で
令
第
４
９
条
の
２
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
も
っ
て
当
該
埋
立
地
等
に
係
る
第
１
項
の
所
有
者
と
み
な
す
。
 

５
 
略
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改
正
後

改
正
前

９
 
住
宅
用
地
（
法
第
３
４
９
条
の
３
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
用
地
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
５
４
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
課
す
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第
１
項
及
び
前
項
並
び
に
法
第
３
４
９
条
の

３
第
１
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
住
宅
用
地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
３
分
の
１
の
額
と
す
る
。
 

１
０
 
小
規
模
住
宅
用
地
（
法
第
３
４
９
条
の
３
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
小

規
模
住
宅

用
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
課
す

る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第
１
項
、
第
５
項
及
び
前
項
並
び
に
法
第

３
４
９
条
の
３
第
１
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
小
規
模
住
宅
用
地

に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
６
分
の
１
の
額
と
す

る
。
 

１
１
 
法
第
３
４
９
条
の
３
第
２
７
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
２
 
法
第
３
４
９
条
の
３
第
２
８
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
３
 
法
第
３
４
９
条
の
３
第
２
９
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
４
 
略
 

（
現
所
有
者
の
申
告
）
 

第
５
４
条
の
３

 
現
所
有
者
（
法
第
３
８
４
条
の
３
に
規
定
す
る
現
所
有
者
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
現
所
有
者
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
土
地
又
は
家
屋
の
現
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
、
次
号
に
規
定

す
る
個
人
と
の
関
係
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法

人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
同
号

に
規
定
す
る
個
人
と
の
関
係
）

(
2
)
土
地
又
は
家
屋
の
所
有
者
と
し
て
登
記
簿
又
は
土
地
補
充
課
税
台
帳
若

６
 
住
宅
用
地
（
法
第
３
４
９
条
の
３
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
用
地
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
５
４
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
課
す
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第
１
項
及
び
前
項
並
び
に
法
第
３
４
９
条
の

３
第
１
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
住
宅
用
地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
３
分
の
１
の
額
と
す
る
。
 

７
 
小
規
模
住
宅
用
地
（
法
第
３
４
９
条
の
３
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
小
規

模
住
宅
用
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
課
す
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第
１
項
、
第
５
項
及
び
前
項
並
び
に
法
第
３

４
９
条
の
３
第
１
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
小
規
模
住
宅
用
地
に

係
る

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
価

格
の

６
分

の
１

の
額

と
す

る
。
 

８
 
法
第
３
４
９
条
の
３
第
２
８
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割

合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

９
 
法
第
３
４
９
条
の
３
第
２
９
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割

合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
 
法
第
３
４
９
条
の
３
第
３
０
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
１
 
略
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改
正
後

改
正
前

し
く
は
家
屋
補
充
課
税
台
帳
に
登
記
又
は
登
録
が
さ
れ
て
い
る
個
人
が
死

亡
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
個
人
の
住
所
及
び
氏
名
 

(
3
)
そ
の
他
市
長
が
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項

（
固
定
資
産
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）
 

第
５
５
条
 
固
定
資
産
の
所
有
者
（
法
第
３
８
６
条
に
規
定
す
る
固
定
資
産
の

所
有

者
を

い
う

。
）

が
第

５
４

条
若

し
く

は
法

第
３

８
３

条
の

規
定

に
よ

り
、
又
は
現
所
有
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正

当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
１
０

０
，
０
０
０
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。
 

２
・
３
 
略
 

（
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
）
 

第
７
６
条
 
略
 

２
 
前
項
の
製
造
た
ば
こ
（
加
熱
式
た
ば
こ
を
除
く
。
）
の
本
数
は
、
紙
巻
た

ば
こ
の
本
数
に
よ
る
も
の
と
し
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の

本
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
同
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
定
め
る
重
量
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
１
本
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
１
本
当
た
り
の
重
量
が
０
．
７
グ
ラ
ム
未
満
の
葉
巻
た
ば
こ
の
本

数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
葉
巻
た
ば
こ
の
１
本
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ

の
０
．
７
本
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 

略
 

３
 
略
 

４
 
第
２
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く
。
）
の
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
場

合
又
は
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
加
熱
式
た
ば

こ
の
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
場
合
に
お
け
る
計
算
は
、
売

渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
１
個
当
た
り
の
重
量
に
当
該
製

造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
を
乗
じ
て
得
た
重
量
を
第
７
４
条
に
掲
げ
る

（
固
定
資
産
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）
 

第
５
５
条
 
固
定
資
産
の
所
有
者
（
法
第
３
８
６
条
に
規
定
す
る
固
定
資
産
の

所
有
者
を
い
う
。
）
が
第
５
４
条
又
は
法
第
３
８
３
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、

申
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
っ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
１
０
０
，
０
０
０
円
以
下
の
過
料
を
科
す

る
。
 

２
・
３
 
略
 

（
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
）
 

第
７
６
条
 
略
 

２
 
前
項
の
製
造
た
ば
こ
（
加
熱
式
た
ば
こ
を
除
く
。
）
の
本
数
は
、
紙
巻
た

ば
こ
の
本
数
に
よ
る
も
の
と
し
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の

本
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
同
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
定
め
る
重
量
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
１
本
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 

略
 

３
 
略
 

４
 
第
２
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本

数
に
換
算
す
る
場
合
又
は
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
同
号
に
規
定

す
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
場
合
に
お

け
る
計
算
は
、
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
１
個
当
た
り

の
重
量
に
当
該
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
を
乗
じ
て
得
た
重
量
を
第

７
４
条
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
ご
と
に
合
計
し
、
そ
の
合
計
重
量
を
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改
正
後

 
改
正
前

 

製
造
た
ば
こ
の
区
分
ご
と
に
合
計
し
、
そ
の
合
計
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本

数
に
換
算
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

５
～
１
０
 
略
 

 （
た
ば
こ
税
の
課
税
免
除
）
 

第
７
８
条
 
略
 

２
 

前
項

（
法

第
４

６
９

条
第

１
項

第
１

号
又

は
第

２
号

に
係

る
部

分
に

限

る
。
）
の
規
定
は
、
卸
売
販
売
業
者
等
が
、
同
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２

号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
売
渡
し
又
は
消
費
等
に
つ
い
て
、
第
８
０
条
第

１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
前
項
（
法
第
４
６
９
条
第
１
項

第
１
号
又
は
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

製
造
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
額
を
記
載
し
、
か
つ
、
施
行
規
則
第
１
６
条

の
２
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
書
類
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
適
用

す
る
。
 

３
 
第
１
項
（
法
第
４
６
９
条
第
１
項
第

３
号
又
は
第
４
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
卸
売
販
売
業
者
等
が
市
長
に
施
行
規
則
第
１
６
条
の
２

の
３

第
２

項
に

規
定

す
る

書
類

を
提

出
し

て
い

る
場

合
に

限
り

、
適

用
す

る
。
 

４
 
略
 

 （
た
ば
こ
税
の
申
告
納
付
の
手
続
）
 

第
８
０
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
た
ば
こ
税
を
申
告
納
付
す
べ
き
者
（
以
下

こ
の
節
に

お
い
て
「
申
告
納
税
者
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
、

前
月
の
初

日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ

の
品

目
ご

と
の

課
税

標
準

た
る

本
数

の
合

計
数

（
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

「
課
税
標

準
数
量
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
課
税
標
準
数
量
に
対
す
る
た
ば

こ
税
額
、

第
７
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て

は
同
項
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ

税
額
並
び

に
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 ５
～
１
０
 
略
 

 （
た
ば
こ
税
の
課
税
免
除
）
 

第
７
８
条
 
略
 

        ２
 
前
項
の
規
定
は
、
卸
売
販
売
業
者
等
が
市
長
に
施
行
規
則
第
１
６
条
の
２

の
３
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
し
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
 

  ３
 
略
 

 （
た
ば
こ
税
の
申
告
納
付
の
手
続
）
 

第
８
０
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
た
ば
こ
税
を
申
告
納
付
す
べ
き
者
（
以
下

こ
の
節
に
お
い
て
「
申
告
納
税
者
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
、

前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ

の
品

目
ご

と
の

課
税

標
準

た
る

本
数

の
合

計
数

（
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

「
課
税
標
準
数
量
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
課
税
標
準
数
量
に
対
す
る
た
ば

こ
税
額
、
第
７
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
同
項
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ

税
額
並
び
に
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
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改
正
後

改
正
前

あ
っ
て
は
同
項
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
た
ば
こ
税
額
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
記
載
し
た
施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提

出
し
、
及
び
そ
の
申
告
に
係
る
税
金
を
施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
の
５
様
式

に
よ
る
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
申
告
書
に
は
、
第
７
８
条
第
３
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
次
条
第

１
項
の
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
に
つ
い
て
の
明
細
を

記
載
し
た
施
行
規
則
第
１
６
号
の
５
様
式
に
よ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

２
～
５
 
略
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

第
１
１
８
条
 
略
 

２
～
５
 
略
 

６
 
第
３
６
条
第
７
項
の
規
定
は
、
特
別

土
地
保
有
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
埋
立
地
等
の
使
用
の
開
始
を
も
っ
て
土
地
の
取
得
と
、
当
該
埋

立
地
等
を
使
用
す
る
者
」
と
、
「
第
１
項
の
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
１

１
８
条
第
１
項
の
土
地
の
所
有
者
又
は
取
得
者
」
と
、
「
同
条
第
１
項
」
と

あ
る
の
は
「
同
法
第
２
３
条
第
１
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

附
 
則
 

１
～
４
 
略
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
特
例
）
 

５
 
宅
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固

定
資

産
税

の
額

は
、

当
該

宅
地

等
に

係
る

当
該

年
度

分
の

固
定

資
産

税
額

が
、
当
該

宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の

課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資

あ
っ
て
は
同
項
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
た
ば
こ
税
額
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
記
載
し
た
施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提

出
し
、
及
び
そ
の
申
告
に
係
る
税
金
を
施
行
規
則
第
３
４
号
の
２
の
５
様
式

に
よ
る
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
申
告
書
に
は
、
第
７
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
次
条
第

１
項
の
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
に
つ
い
て
の
明
細
を

記
載
し
た
施
行
規
則
第
１
６
号
の
５
様
式
に
よ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

２
～
５
 
略
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

第
１
１
８
条
 
略
 

２
～
５
 
略
 

６
 
第
３
６
条
第
４
項
の
規
定
は
、
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
埋
立
地
等
を
使
用
す
る
者
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
埋
立
地
等
の
使
用
の
開
始
を
も
っ
て
土
地
の
取
得
と
、
当
該
埋

立
地
等
を
使
用
す
る
者
」
と
、
「
第
１
項
の
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
１

１
８
条
第
１
項
の
土
地
の
所
有
者
又
は
取
得
者
」
と
、
「
同
条
第
１
項
」
と

あ
る
の
は
「
同
法
第
２
３
条
第
１
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

附
 
則
 

１
～
４
 
略
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
特
例
）
 

５
 
宅
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固

定
資

産
税

の
額

は
、

当
該

宅
地

等
に

係
る

当
該

年
度

分
の

固
定

資
産

税
額

が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資

（ 21 ）



改
正
後

改
正
前

産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
次
項

か
ら
附
則
第
５
項
の
５
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
１
０
０
分
の
５
を
乗
じ

て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産

税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合

に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

５
の
２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か

ら
令
和
２

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該

宅
地
等
調

整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固

定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
１
０
分
の
６
を
乗
じ
て
得
た
額

（
当
該
商

業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条

の
３
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗

じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
を
超
え
る
場

合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

５
の
３
 
附
則
第
５
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年

度
か
ら
令

和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、

当
該
宅
地

等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
１
０
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た

額
（
当
該

宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条

の
３
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ

て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
に
満
た
な
い
場
合

産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
次
項

か
ら
附
則
第
５
項
の
５
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
１
０
０
分
の
５
を
乗
じ

て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま

で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の

規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資

産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場

合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

５
の
２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か

ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該

宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
１
０
分
の
６
を
乗
じ
て
得
た
額

（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条

の
３
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を

乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
を
超
え
る

場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

５
の
３
 
附
則
第
５
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年

度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、

当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
１
０
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た

額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条

の
３
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗

じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
に
満
た
な
い
場

（ 22 ）



改
正
後

改
正
前

に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

５
の
４
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．

６
以
上
０

．
７
以
下
の
も
の
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

額
は

、
附

則
第

５
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
当
該

商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固

定
資
産
税

の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま

で
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の

課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）

を
当
該
商

業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

５
の
５
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．

７
を
超
え

る
も
の
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度

分
の
固
定

資
産
税
の
額
は
、
附
則
第
５
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商

業
地
等
に

係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格

に
１
０
分

の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条

の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に

こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る

当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お

け
る
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

５
の
６
 
略
 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
固
定
資
産
税
の
特
例
）
 

６
 
農
地
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当

該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法

第
３
４
９
条
の
３
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の

合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

５
の
４
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．

６
以
上
０
．
７
以
下
の
も
の
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

額
は

、
附

則
第

５
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３

ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
額

に
こ

れ
ら

の
規

定
に

定
め

る
率

を
乗

じ
て

得
た

額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

５
の
５
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．

７
を
超
え
る
も
の
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
附
則
第
５
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商

業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格

に
１
０
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５

条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額

に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に

お
け
る
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

５
の
６
 
略
 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
固
定
資
産
税
の
特
例
）
 

６
 
農
地
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当

該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法

第
３
４
９
条
の
３
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定

（ 23 ）



改
正
後

改
正
前

適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定

に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
、
当
該
農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調

整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
額

と
し

た
場

合
に

お
け

る
固

定
資

産
税

額
（

以
下

「
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農

地
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

略
 

７
～
８
の
３
 
略
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

９
 
附
則
第
５
項
か
ら
第
５
項
の
５
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附

則
第
７
項
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
３
４
９
条
の

３
、
第
３
４
９
条
の
３
の
２
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
平
成
３
０
年

度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、

第
１
２
４
条
第
１
号
中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則
第

５
項
か
ら
第
５
項
の
５
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す

る
。
 

９
の
２
～
９
の
５
 
略
 

（
読
替
規
定
）
 

１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
６
１
条
又
は
第

６
２
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
３
６

条
第
８
項
中
「
又
は
第
３
４
９
条
の
３
の
４
か
ら
第
３
４
９
条
の
５
ま
で
」

と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
３
４
９
条
の
３
の
４
か
ら
第
３
４
９
条
の
５

ま
で
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
６
１
条
若
し

く
は
第
６
２
条
」
と
す
る
。
 

１
０
の
２
 
略
 

の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
、
当
該
農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表

の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担

調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下

「
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農

地
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

略
 

７
～
８
の
３
 
略
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

９
 
附
則
第
５
項
か
ら
第
５
項
の
５
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附

則
第
７
項
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
３
４
９
条
の

３
、
第
３
４
９
条
の
３
の
２
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま

で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
平
成
３
０

年
度

か
ら

令
和

２
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
特

別
土

地
保

有
税

に
つ

い
て

は
、
第
１
２
４
条
第
１
号
中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
附

則
第
５
項
か
ら
第
５
項
の
５
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」

と
す
る
。
 

９
の
２
～
９
の
５
 
略
 

（
読
替
規
定
）
 

１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
３
６
条
第
５
項
中
「
又
は
第
３
４

９
条
の
３
の
４
か
ら
第
３
４
９
条
の
５
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は

第
３
４
９
条
の
３
の
４
か
ら
第
３
４
９
条
の
５
ま
で
又
は
法
附
則
第
１
５
条

か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
」
と
す
る
。
 

１
０
の
２
 
略
 

１
０
の
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で

（ 24 ）



改
正
後

 
改
正
前

 

 １
０
の
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で

定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
０
の
４
 
略
 

１
０
の
５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
６
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
の
６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
０
の
７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
の
８

 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
７
項
第
３
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
の
９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
８
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
０
の
１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
８
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
の
１
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。
 

１
０
の
１
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。
 

   １
０
の
１
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。
 

１
０
の
１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
の
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
６
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で

定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

１
０
の
５
 
略
 

１
０
の
６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
９
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
の
７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
０
の
８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
の
９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
３
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例

で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
の
１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
０
の
１
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
の
１
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。
 

１
０
の
１
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。
 

１
０
の
１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。
 

１
０
の
１
５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。
 

１
０
の
１
６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
ホ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

（ 25 ）



改
正
後

 
改
正
前

 

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。
 

１
０
の
１
５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

４
分

の
３

と
す

る
。
 

１
０
の
１
６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

４
分

の
３

と
す

る
。
 

１
０
の
１
７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

４
分

の
３

と
す

る
。
 

１
０
の
１
８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

１
０
の
１
９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

１
０
の
２
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
０
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号

に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

１
０
の
２
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
４
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

  １
０
の
２
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
８
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
の
２
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
９
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
０
の
２
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。
 

１
０
の
１
７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

４
分

の
３

と
す

る
。
 

１
０
の
１
８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て

同
号

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

４
分

の
３

と
す

る
。
 

   １
０
の
１
９
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

１
０
の
２
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

１
０
の
２
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ

い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

１
０
の
２
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
８
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
０
の
２
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
０
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
５
分
の
４
と
す
る
。
 

１
０
の
２
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
４
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
０
の
２
５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
５
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
０
の
２
６
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
７
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

（ 26 ）



改
正
後

改
正
前

め
る
割
合
は
零
と
す
る
。
 

１
０
の
２
５
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
７
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
０
の
２
６
 
略
 

１
０
の
２
７
 
法
附
則
第
６
２
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
零
と
す
る
。
 

１
０
の
２
８
 
略
 

１
０
の
２
９
 
法
附
則
第
１
７
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
令
和
元
年
度
適
用

土
地
又
は
令
和
元
年
度
類
似
適
用
土
地
で
あ
っ
て
、
令
和
２
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
対

し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
法
第
３
４
９
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格
（
法
附
則
第
１
７
条
の
２
第
２
項

に
規
定
す
る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ

れ
た
も
の
と
す
る
。
 

１
０
の
３
０
～
１
０
の
４
２
 
略
 

（
延
滞
金
の
割
合
等
の
特
例
）
 

１
１

 
当

分
の

間
、

第
１

２
条

、
第

３
２

条
第

２
項

、
第

３
２

条
の

６
第

５

項
、
第
３

２
条
の
７
第
２
項
、
第
３
５
条
の
１
１
第
２
項
、
第
５
２
条
第
２

項
、
第
８

０
条
第
５
項
、
第
８
３
条
第
２
項
、
第
１
２
６
条
第
２
項
及
び
第

１
２
７
条

第
２
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

及
び
年
７

．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

各
年
の
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
（
平
均
貸
付
割
合
（
租
税
特
別
措
置
法
第
９

３
条

第
２

項
に

規
定

す
る

平
均

貸
付

割
合

を
い

う
。

次
項

に
お

い
て

同

じ
。
）
に
年
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合

に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
年
に
お
け
る
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の

割
合
を
加

算
し
た
割
合
と
し
、
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は

当
該
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

め
る
割
合
は
零
と
す
る
。
 

１
０
の
２
７
 
略
 

１
０
の
２
８
 
略
 

１
０
の
２
９
 
法
附
則
第
１
７
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
平
成
３
１
年
度
適

用
土
地
又
は
平
成
３
１
年
度
類
似
適
用
土
地
で
あ
っ
て
、
令
和
２
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の

に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
法
第
３
４
９

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格
（
法
附
則
第
１
７
条
の
２
第

２
項
に
規
定
す
る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登

録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

１
０
の
３
０
～
１
０
の
４
２
 
略
 

（
延
滞
金
の
割
合
等
の
特
例
）
 

１
１

 
当

分
の

間
、

第
１

２
条

、
第

３
２

条
第

２
項

、
第

３
２

条
の

６
第

５

項
、
第
３
２
条
の
７
第
２
項
、
第
３
５
条
の
１
１
第
２
項
、
第
５
２
条
第
２

項
、
第
８
０
条
第
５
項
、
第
８
３
条
第
２
項
、
第
１
２
６
条
第
２
項
及
び
第

１
２
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

及
び
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

各
年
の
特
例
基
準
割
合
（
当
該
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
９
３
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に
年
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算

し
た
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
年
７
．

３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
（
以
下
こ
の
項
及

び
次

項
に

お
い

て
「

特
例

基
準

割
合

適
用

年
」

と
い

う
。

）
中

に
お

い
て

は
、
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
基
準
割
合
適

用
年
に
お
け
る
特
例
基
準
割
合
に
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し

た
割
合
と
し
、
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
基
準
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改
正
後

改
正
前

（
当
該
加
算
し
た
割
合
が
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に

は
、
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
と
す
る
。
 

１
１
の
２
 
当
分
の
間
、
第
３
４
条
第
１
項
及
び
第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞
金

の
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各

年
の
平
均
貸
付
割
合
に
年
０
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い

て
は
、
そ
の
年
に
お
け
る
当
該
加
算
し
た
割
合
と
す
る
。
 

１
１
の
３
～
１
３
の
１
４
 
略
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
４
 
昭
和
５
７
年
度
か
ら
令
和
６
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、

法
附
則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
２
８
条

の
２
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
、
市
民

税
の
納
税

通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時

ま
で
に
提

出
さ
れ
た
第
２
８
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項

に
お
い
て

同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５
条

第
１
項
に

規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き

（
こ
れ
ら

の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る

と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

１
４
の
２
・
１
４
の
３
 
略
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）
 

１
５
 
法
第
４
５
１
条
第
１
項
第
１
号
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を

含
む

。
）

に
掲

げ
る

３
輪

以
上

の
軽

自
動

車
（

自
家

用
の

も
の

に
限

る
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽

自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
１
０
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
３
１
日
ま
で

の
間
（
附
則
第
１
５
項
の
１
１
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
行

わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
６
３
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動

車
税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。
 

割
合
に
年
１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
（
当
該
加
算
し
た
割
合

が
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
７
．
３
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
）
と
す
る
。
 

１
１
の
２
 
当
分
の
間
、
第
３
４
条
第
１
項
及
び
第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞
金

の
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特

例
基
準
割
合
適
用
年
中
に
お
い
て
は
、
当
該
特
例
基
準
割
合
適
用
年
に
お
け

る
特
例
基
準
割
合
と
す
る
。
 

１
１
の
３
～
１
３
の
１
４
 
略
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
４
 
昭
和
５
７
年
度
か
ら
令
和
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
２
８
条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
、
市
民

税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
２
８
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
２
５
条

第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き

（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

１
４
の
２
・
１
４
の
３
 
略
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）
 

１
５
 
法
第
４
５
１
条
第
１
項
第
１
号
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を

含
む

。
）

に
掲

げ
る

３
輪

以
上

の
軽

自
動

車
（

自
家

用
の

も
の

に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽

自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
１
０
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
９
月
３
０
日
ま
で

の
間
（
附
則
第
１
５
項
の
１
１
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
行

わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
６
３
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動

車
税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。
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改
正
後

改
正
前

１
５
の
２
～
１
８
 
略
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
９
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第

３
１
条
第

１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
所

得
に
つ
い

て
は
、
第
２
６
条
及
び
第
２
６
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

他
の
所
得

と
区
分
し
、
前
年
中
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
に
対
し
、
長
期
譲

渡
所
得
の

金
額
（
同
法
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
３
４

条
第
１
項

、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条
の
３
第
１
項
、
第
３
５
条

第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
、
第
３
５
条
の
３
第
１
項
又
は
第
３
６
条

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
３

１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控

除
し
た
金
額
と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
き
附
則
第
２
１
項
第
１
号
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
２
６
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
以
下
「
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
」
と
い

う
。
）
の
１
０
０
分
の
３
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割

を
課
す
る
。
 

１
９
の
２
～
２
１
 
略
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所

得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

２
１
の
２
 
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市

民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
附
則
第
１
９
項
に
規
定

す
る
譲
渡

所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
３
１
条
第
１

項
に
規
定

す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
附
則
第
２
１
項
の
３
の

２
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い

う
。
以
下

こ
の
項
か
ら
附
則
第
２
１
項
の
３
の
２
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法

附
則
第
３

４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を

い
う
。
）

に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
附
則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所

得
（
附
則

第
２
１
項
の
５
及
び
第
２
１
項
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲

１
５
の
２
～
１
８
 
略
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

１
９
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第

３
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
所

得
に
つ
い
て
は
、
第
２
６
条
及
び
第
２
６
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
に
対
し
、
長
期
譲

渡
所
得
の
金
額
（
同
法
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
３
４

条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条
の
３
第
１
項
、
第
３
５
条

第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
又
は
第
３
６
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
３
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
し
、
こ
れ

ら
の
金
額
に
つ
き
附
則
第
２
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
第
２
６
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の

金
額
。
以
下
「
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
の
１
０
０
分
の
３

に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

１
９
の
２
～
２
１
 
略
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所

得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

２
１
の
２
 
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市

民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
附
則
第
１
９
項
に
規
定

す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
３
１
条
第
１

項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
附
則
第
２
１
項
の
３
の

２
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
附
則
第
２
１
項
の
３
の
２
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法

附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を

い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
附
則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所

得
（
附
則
第
２
１
項
の
５
及
び
第
２
１
項
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲

（ 29 ）



改
正
後

改
正
前

渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金

額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
附
則
第
１
９
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)・

(
2)
 略

 

２
１
の
３
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年

度
分
の
個

人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
附
則

第
１
９
項

に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

譲
渡

が
確

定
優

良
住

宅
地

等
予

定
地

の
た

め
の

譲
渡

（
法
附
則

第
３
４
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の

譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と

き
に
お
け

る
附
則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡

所
得
金
額

に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お

い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
０
項
の
規
定
に

該
当
す
る

こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

２
１
の
３
の
２
 
附
則
第
２
１
項
の
２
（

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
そ
の
有
す
る
土
地

等
に
つ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
第
３
３
条
か
ら
第
３
３
条
の
４
ま
で
、
第
３

４
条
か
ら
第
３
５
条
の
３
ま
で
、
第
３
６
条
の
２
、
第
３
６
条
の
５
、
第
３

７
条
、
第
３
７
条
の
４
か
ら
第
３
７
条
の
６
ま
で
、
第
３
７
条
の
８
又
は
第

３
７
条
の
９
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、

附
則
第
２
１
項
の
２
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
前
項

に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も

の
と
み
な
す
。
 

２
１
の
４
～
３
３
の
２
 
略
 

（
納
期
限
の
延
長
に
係
る
延
滞
金
の
特
例
）
 

３
４
 
当
分
の
間
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
９
年
法
律
第
８
９
号
）
第
１
５
条
第

１
項
（
第

１
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業

渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金

額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
附
則
第
１
９
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)・

(
2)
 略

 

２
１
の
３
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
６
３
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年

度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
附
則

第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

譲
渡

が
確

定
優

良
住

宅
地

等
予

定
地

の
た

め
の

譲
渡

（
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と

き
に
お
け
る
附
則
第
１
９
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡

所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
３
４
条
の
２
第
１
０
項
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

２
１
の
３
の
２
 
附
則
第
２
１
項
の
２
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
そ
の
有
す
る
土
地

等
に
つ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
第
３
３
条
か
ら
第
３
３
条
の
４
ま
で
、
第
３

４
条
か
ら
第
３
５
条
の
２
ま
で
、
第
３
６
条
の
２
、
第
３
６
条
の
５
、
第
３

７
条
、
第
３
７
条
の
４
か
ら
第
３
７
条
の
６
ま
で
、
第
３
７
条
の
８
又
は
第

３
７
条
の
９
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、

附
則
第
２
１
項
の
２
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
前
項

に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も

の
と
み
な
す
。
 

２
１
の
４
～
３
３
の
２
 
略
 

（
納
期
限
の
延
長
に
係
る
延
滞
金
の
特
例
）
 

３
４
 
当
分
の
間
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
９
年
法
律
第
８
９
号
）
第
１
５
条
第

１
項
（
第
１
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業

（ 30 ）



改
正
後

改
正
前

手
形
の
基
準
割
引
率
が
年
５
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
日
か

ら
そ
の
後
年
５
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
期

間
（
当
該
期
間
内
に
附
則
第
１
１
項
の
２
の
規
定
に
よ
り
第
３
４
条
第
１
項

及
び
第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
割
合
を
附
則
第
１
１
項
の
２
に
規
定
す

る
加
算
し
た
割
合
と
す
る
年
に
含
ま
れ
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
期

間
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
内
（
法
人

税
法
第
７
５
条
の
２
第
１
項
（
同
法
第
１
４
４
条
の
８
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項

に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
又
は
法
人
税
法
第
８
１
条
の
２
４
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
法
第
３
２
１
条
の
８
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告

書
の
提
出
期
限
が
当
該
年
５
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
以
後

に
到
来
す
る
こ
と
と
な
る
市
民
税
に
係
る
申
告
基
準
日
が
特
例
期
間
内
に
到

来
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
市
民
税
に
係
る
第
３
４
条
の
規
定
に
よ
る
延
滞

金
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
５
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
日
か

ら
当
該
延
長
さ
れ
た
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
の
期
間
内
）
は
、
特
例
期
間

内
に
そ
の
申
告
基
準
日
の
到
来
す
る
市
民
税
に
係
る
第
３
４
条
第
１
項
及
び

第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
及
び
附
則
第
１
１
項
の
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
年
７
．
３

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
と
当
該
申
告
基
準
日
に
お
け
る
当
該
商
業
手
形
の
基
準

割
引
率
の
う
ち
年
５
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
部
分
の
割
合
を
年

０
．
２
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
除
し
て
得
た
数
を
年
０
．
７
３
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
に
乗
じ
て
計
算
し
た
割
合
と
を
合
計
し
た
割
合
（
当
該
合
計
し
た

割
合
が
年
１
２
．
７
７
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
１

２
．
７
７
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
と
す
る
。

３
４
の
２
～
４
１
 
略
 

（
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
等

に
係

る
徴

収
猶

予
の

特
例

に
係

る
手

続

等
）
 

４
２
 
第
９
条
第
７
項
の
規
定
は
、
法
附
則
第
５
９
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
１
５
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て

手
形
の
基
準
割
引
率
が
年
５
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
日
か

ら
そ
の
後
年
５
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
期

間
（
当
該
期
間
内
に
附
則
第
１
１
項
の
２
の
規
定
に
よ
り
第
３
４
条
第
１
項

及
び
第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
割
合
を
附
則
第
１
１
項
の
２
に
規
定
す

る
特
例
基
準
割
合
と
す
る
年
に
含
ま
れ
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
期

間
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
内
（
法
人

税
法
第
７
５
条
の
２
第
１
項
（
同
法
第
１
４
４
条
の
８
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項

に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
又
は
法
人
税
法
第
８
１
条
の
２
４
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
法
第
３
２
１
条
の
８
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告

書
の
提
出
期
限
が
当
該
年
５
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
定
め
ら
れ
る
日
以
後

に
到
来
す
る
こ
と
と
な
る
市
民
税
に
係
る
申
告
基
準
日
が
特
例
期
間
内
に
到

来
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
市
民
税
に
係
る
第
３
４
条
の
規
定
に
よ
る
延
滞

金
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
５
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
日
か

ら
当
該
延
長
さ
れ
た
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
の
期
間
内
）
は
、
特
例
期
間

内
に
そ
の
申
告
基
準
日
の
到
来
す
る
市
民
税
に
係
る
第
３
４
条
第
１
項
及
び

第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
及
び
附
則
第
１
１
項
の
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
年
７
．
３

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
と
当
該
申
告
基
準
日
に
お
け
る
当
該
商
業
手
形
の
基
準

割
引
率
の
う
ち
年
５
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
部
分
の
割
合
を
年

０
．
２
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
除
し
て
得
た
数
を
年
０
．
７
３
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
に
乗
じ
て
計
算
し
た
割
合
と
を
合
計
し
た
割
合
（
当
該
合
計
し
た

割
合
が
年
１
２
．
７
７
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場
合
に
は
、
年
１

２
．
７
７
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
と
す
る
。

３
４
の
２
～
４
１
 
略
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改
正
後

改
正
前

準
用
す
る
。
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）
 

４
３
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
２

年
法
律
第
２
５
号
。
次
項
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例

法
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
４
項
に
規
定
す
る
指
定
行
事
の
う
ち
、
市
長
が

指
定
す
る
も
の
の
中
止
若
し
く
は
延
期
又
は
そ
の
規
模
の
縮
小
に
よ
り
生
じ

た
当
該
指
定
行
事
の
入
場
料
金
、
参
加
料
金
そ
の
他
の
対
価
の
払
戻
し
を
請

求
す
る
権
利
の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
を
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
期

間
内
に
し
た
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
が
そ
の
放
棄
を
し
た
日
の
属
す

る
年
中
に
法
附
則
第
６
０
条
第
４
項
に
規
定
す
る
市
町
村
放
棄
払
戻
請
求
権

相
当
額
の
法
第
３
１
４
条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
支
出
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
２
６
条
の
６
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の

特
例
）
 

４
４
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
特
例
法
第
６
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け

る
附
則
第
１
３
項
の
７
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和
１
５

年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
１
６
年
度
」
と
す
る
。
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大
村
市
税
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
２
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

附
 
則
 

１
～
９
の
５
 
略
 

（
読
替
規
定
）
 

１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
６
３
条
又
は
第

６
４
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
３
６

条
第
８
項
中
「
又
は
第
３
４
９
条
の
３
の
４
か
ら
第
３
４
９
条
の
５
ま
で
」

と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
３
４
９
条
の
３
の
４
か
ら
第
３
４
９
条
の
５

ま
で
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
６
３
条
若
し

く
は
第
６
４
条
」
と
す
る
。
 

１
０
の
２
～
１
０
の
２
６
 
略
 

１
０
の
２
７
 
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
零
と
す
る
。
 

１
０
の
２
８
～
４
４
 
略
 

附
 
則
 

１
～
９
の
５
 
略
 

（
読
替
規
定
）
 

１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
６
１
条
又
は
第

６
２
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
３
６

条
第
８
項
中
「
又
は
第
３
４
９
条
の
３
の
４
か
ら
第
３
４
９
条
の
５
ま
で
」

と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
３
４
９
条
の
３
の
４
か
ら
第
３
４
９
条
の
５

ま
で
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
の
２
ま
で
、
第
６
１
条
若
し

く
は
第
６
２
条
」
と
す
る
。
 

１
０
の
２
～
１
０
の
２
６
 
略
 

１
０
の
２
７
 
法
附
則
第
６
２
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
零
と
す
る
。
 

１
０
の
２
８
～
４
４
 
略
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大
村
市
税
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
３
条
関
係
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

（
納
期
限
後
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）
 

第
１

２
条

 
納

税
者

又
は

特
別

徴
収

義
務

者
は

、
第

３
０

条
、

第
３

２
条

の

４
、
第
３
２
条
の
４
の
２
若
し
く
は
第
３
２
条
の
４
の
５
（
第
３
５
条
の
６

の
２

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
、
第
３
２
条
の
５
の
４
第
１
項
（
第
３
２
条
の
５
の
５
第
３
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
３
２

条
の
６
第
１
項
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
４
項
及
び
第
３
５
項
の
申
告
書

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
３
５
条
の
６
、
第
４
７
条
、
第
６
３
条
の
７

第
１
項
、
第
６
６
条
第
２
項
、
第
８
０
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
８

４
条
第
２
項
、
第
９
２
条
、
第
１
２
６
条
第
１
項
又
は
第
１
３
２
条
第
３
項

に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の
税
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る

場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に
そ
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
の

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以
下
第
１
号
、
第
２

号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納
入
の
日
ま
で

の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る

税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第

５
号
及
び
第
６
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ
ー

セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算

し
て
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(
1
)～

(
3)
 略

 

(
4
) 
法
第
６
０
１
条
第
３
項
若
し
く
は
第
４
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
６

０
２
条
第
２
項
及
び
第
６
０
３
条
の
２
の
２
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
６
０
３
条
第
３
項
又
は
第
６
０
３
条
の
２
第
５
項

の
規
定
に
よ
り
徴
収
を
猶
予
し
た
税
額
 
当
該
猶
予
し
た
期
間
又
は
当
該

猶
予
し
た
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(
5
) 
第
３

２
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項
、
第

（
納
期
限
後
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）
 

第
１

２
条

 
納

税
者

又
は

特
別

徴
収

義
務

者
は

、
第

３
０

条
、

第
３

２
条

の

４
、
第
３
２
条
の
４
の
２
若
し
く
は
第
３
２
条
の
４
の
５
（
第
３
５
条
の
６

の
２

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
、
第
３
２
条
の
５
の
４
第
１
項
（
第
３
２
条
の
５
の
５
第
３
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
３
２

条
の
６
第
１
項
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
及
び
第
２
３
項
の
申
告
書

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
３
５
条
の
６
、
第
４
７
条
、
第
６
３
条
の
７

第
１
項
、
第
６
６
条
第
２
項
、
第
８
０
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
８

４
条
第
２
項
、
第
９
２
条
、
第
１
２
６
条
第
１
項
又
は
第
１
３
２
条
第
３
項

に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の
税
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に
そ
の
納
期
限
（
納
期
限
の

延
長

の
あ

っ
た

と
き

は
、

そ
の

延
長

さ
れ

た
納

期
限

と
す

る
。

以
下

第
１

号
、
第
２
号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納
入

の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
次
の
各
号

に
掲
げ
る
税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間

並
び

に
第

５
号

及
び

第
６

号
に

定
め

る
日

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
年

７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞

金
額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)～

(
3)
 略

 

(
4
) 
法
第
６
０
１
条
第
３
項
若
し
く
は
第
４
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
６

０
２
条
第
２
項
及
び
第
６
０
３
条
の
２
の
２
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
６
０
３
条
第
３
項
又
は
第
６
０
３
条
の
２
第
５
項

の
規
定
に
よ
っ
て
徴
収
を
猶
予
し
た
税
額
 
当
該
猶
予
し
た
期
間
又
は
当

該
猶
予
し
た
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(
5
) 
第
３
２
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項
、
第

（ 34 ）



改
正
後

 
改
正
前

 

２
項

又
は

第
３

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
に

限
る

。
）

に
係

る
税

額

（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日

か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
 

(
6
) 
第
３
２
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
４
項
及

び
第
３
５
項
の
申
告
書
を
除
く
。
）
で
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も

の
に
係
る
税
額
 
当
該
提
出
し
た
日
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経

過
す
る
日
 

 （
年
当
た
り
の
割
合
の
基
礎
と
な
る
日
数
）
 

第
１
３
条
 
前
条
、
第
３
２
条
第
２
項
、

第
３
２
条
の
６
第
５
項
、
第
３
２
条

の
７
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
１
１
第
２
項
、
第
５
２
条

第
２
項
、
第
８
０
条
第
５
項
、
第
８
３
条
第
２
項
、
第
１
２
６
条
第
２
項
並

び
に
第
１
２
７
条
第
２
項
の
規
定
に
定
め
る
延
滞
金
の
額
の
計
算
に
つ
き
こ

れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏
年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ

い
て
も
、
３
６
５
日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。
 

 （
市
民
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

第
１
６
条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
り
、
か

つ
、
令
第
４
７
条
に
規
定
す
る
収
益
事
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
２
４
条
第

２
項
の
表
第
１
号
に
お
い
て
「
収
益
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
（
当

該
社
団
又
は
財
団
で
収
益
事
業
を
廃
止
し
た
も
の
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て

「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。
）
又
は
法
人
課
税
信
託
の
引
受
け
を
行

う
も
の
は
、
法
人
と
み
な
し
て
、
こ
の
節
（
第
３
２
条
の
６
第
９
項
か
ら
第

１
６
項
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
中
法
人
の
市
民
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用

す
る
。
 

  

２
項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
限
る
。
）
に
係

る
税
額
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
当
該
税
額
に
係
る
納
期
限

の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
 

(
6
) 
第
３
２
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
及

び
第
２
３
項
の
申
告
書
を
除
く
。
）
で
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も

の
に
係
る
税
額
 
当
該
提
出
し
た
日
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経

過
す
る
日
 

 （
年
当
た
り
の
割
合
の
基
礎
と
な
る
日
数
）
 

第
１
３
条
 
前
条
、
第
３
２
条
第
２
項
、
第
３
２
条
の
６
第
５
項
、
第
３
２
条

の
７

第
２

項
、

第
３

４
条

第
１

項
及

び
第

４
項

、
第

３
５

条
の

１
１

第
２

項
、
第
５
２
条
第
２
項
、
第
８
０
条
第
５
項
、
第
８
３
条
第
２
項
、
第
１
２

６
条
第
２
項
並
び
に
第
１
２
７
条
第
２
項
の
規
定
に
定
め
る
延
滞
金
の
額
の

計
算
に
つ
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏
年
の
日
を

含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
３
６
５
日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。
 

 （
市
民
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

第
１
６
条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
り
、
か

つ
、
令
第
４
７
条
に
規
定
す
る
収
益
事
業
を
行
う
も
の
（
当
該
社
団
又
は
財

団
で
収
益
事
業
を
廃
止
し
た
も
の
を
含
む
。
第
２
４
条
第
２
項
の
表
の
第
１

号
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。
）
又
は
法
人
課
税
信
託
の

引
受
け
を
行
う
も
の
は
、
法
人
と
み
な
し
て
、
こ
の
節
（
第
３
２
条
の
６
第

１
０
項
か
ら
第
１
２
項
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
中
法
人
の
市
民
税
に
関
す

る
規
定
を
適
用
す
る
。
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（
均
等
割
の
税
率
）
 

第
２
４
条
 
略
 

２
 
第
１
６
条
第
１
項
第
３
号
又
は
第
４
号
の
者
に
対
し
て
課
す
る
均
等
割
の

税
率
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

法
人
の
区
分
 

税
率
 

(
1
) 
次
に
掲
げ
る
法
人
 

ア
～
エ
 
略
 

オ
 
資
本
金
等
の
額
（
法
第
２
９
２
条
第
１

項
第
４
号
の
２
に
規
定
す
る
資
本
金
等
の

額
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
及
び
第
４
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
法
人
（
法
人

税
法
別
表
第
２
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

人
で
収
益
事
業
を
行
わ
な
い
も
の
及
び
エ

に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
及

び
第
４
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
資
本
金

等
の
額
が
１
，
０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る

も
の
の
う
ち
、
市
内
に
有
す
る
事
務
所
、

事
業
所
又
は
寮
等
の
従
業
者
（
俸
給
、
給

料
若
し
く
は
賞
与
又
は
こ
れ
ら
の
性
質
を

有
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
さ

れ
る
役
員
を
含
む
。
）
の
数
の
合
計
数

（
次
号
か
ら
第
９
号
ま
で
に
お
い
て
「
従

業
者
数
の
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
５
０

人
以
下
の
も
の
 

年
額
 
５
０
，
０
０
０
円
 

略
 

３
 
前
項
に
定
め
る
均
等
割
の
額
は
、
当
該
均
等
割
の
額
に
、
法
第
３
１
２
条

第
３
項
第
１
号
の
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
若
し
く
は
同
項
第
２

号
の
期
間
又
は
同
項
第
３
号
の
期
間
中
に
お
い
て
事
務
所
、
事
業
所
又
は
寮

（
均
等
割
の
税
率
）
 

第
２
４
条
 
略
 

２
 
第
１
６
条
第
１
項
第
３
号
又
は
第
４
号
の
者
に
対
し
て
課
す
る
均
等
割
の

税
率
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

法
人
の
区
分
 

税
率
 

(
1
) 
次
に
掲
げ
る
法
人
 

ア
～
エ
 
略
 

オ
 
資
本
金
等
の
額
（
法
第
２
９
２
条
第
１

項
第
４
号
の
５
に
規
定
す
る
資
本
金
等
の

額
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
及
び
第
４
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
法
人
（
法
人

税
法
別
表
第
２
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

人
で
収
益
事
業
を
行
わ
な
い
も
の
及
び
エ

に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
及

び
第
４
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
資
本
金

等
の
額
が
１
，
０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る

も
の
の
う
ち
、
市
内
に
有
す
る
事
務
所
、

事
業
所
又
は
寮
等
の
従
業
者
（
俸
給
、
給

料
若
し
く
は
賞
与
又
は
こ
れ
ら
の
性
質
を

有
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
さ

れ
る
役
員
を
含
む
。
）
の
数
の
合
計
数

（
次
号
か
ら
第
９
号
ま
で
に
お
い
て
「
従

業
者
数
の
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
５
０

人
以
下
の
も
の
 

年
額
 
５
０
，
０
０
０
円
 

略
 

３
 
前
項
に
定
め
る
均
等
割
の
額
は
、
当
該
均
等
割
の
額
に
、
法
第
３
１
２
条

第
３
項
第
１
号
の
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
、
同
項
第
２
号
の
連

結
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
６
月
の
期
間
若
し
く
は
同
項
第
３
号
の
連
結
法

（ 36 ）



改
正
後

 
改
正
前

 

等
を
有
し
て
い
た
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
１
２
で
除
し
て
算
定
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
月
数
は
、
暦
に
従
っ
て
計
算
し
、
１
月
に
満

た
な
い
と
き
は
１
月
と
し
、
１
月
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
切
り

捨
て
る
。
 

 ４
 
略
 

 （
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
３
２
条
の
６
 
市
民
税
を
申
告
納
付
す

る
義
務
が
あ
る
法
人
は
、
法
第
３
２

１
条
の
８
第
１
項
、
第
２
項
、
第
３
１
項
、
第
３
４
項
及
び
第
３
５
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
（
第
９
項
、
第
１
０
項
及
び
第
１
２
項
に
お
い
て
「
納
税

申
告
書
」
と
い
う
。
）
を
、
同
条
第
１
項
、
第
２
項
、
第
３
１
項
及
び
第
３

５
項
の
申
告
納
付
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
納
期
限
ま

で
に

、
同

条
第

３
４

項
の

申
告

納
付

に
あ

っ
て

は
遅

滞
な

く
市

長
に

提
出

し
、
及
び
そ
の
申
告
に
係
る
税
金
又
は
同
条
第
１
項
後
段
及
び
第
２
項
後
段

の
規
定
に

よ
り
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
申
告
書
に
係
る
税
金
を

施
行
規
則

第
２
２
号
の
４
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

２
 
法
の
施
行
地
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法

人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
租
税
特
別
措

置
法
第
６
６
条
の
７
第
４
項
及
び
第
１
０
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合

に
は
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
６
項
及
び
令
第
４
８
条
の
１
２
の
２
に
規

定
す
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
控
除
す
べ
き
額
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付

す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

 ３
 
内
国
法
人
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
６
６
条
の
９
の
３
第
３
項
及
び
第
９

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
７
項
及

び
令
第
４
８
条
の
１
２
の
３
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
控
除
す
べ
き
額

を
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
又
は
同
項
第
４
号
の
期
間
中
に
お
い
て
事

務
所
、
事
業
所
又
は
寮
等
を
有
し
て
い
た
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
１
２
で

除
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
月
数
は
、
暦
に
従
っ

て
計
算
し
、
１
月
に
満
た
な
い
と
き
は
１
月
と
し
、
１
月
に
満
た
な
い
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
切
り
捨
て
る
。
 

４
 
略
 

 （
法
人
の
市
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
３
２
条
の
６
 
市
民
税
を
申
告
納
付
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
は
、
法
第
３
２

１
条
の
８
第
１
項
、
第
２
項
、
第
４
項
、
第
１
９
項
、
第
２
２
項
及
び
第
２

３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
第
１
０
項
、
第
１
１
項
及
び
第
１
３
項
に
お

い
て

「
納

税
申

告
書

」
と

い
う

。
）

を
、

同
条

第
１

項
、

第
２

項
、

第
４

項
、
第
１
９
項
及
び
第
２
３
項
の
申
告
納
付
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
る
納
期
限
ま
で
に
、
同
条
第
２
２
項
の
申
告
納
付
に
あ
っ
て
は

遅
滞
な
く
市
長
に
提
出
し
、
及
び
そ
の
申
告
に
係
る
税
金
又
は
同
条
第
１
項

後
段
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
申
告

書
に
係
る
税
金
を
施
行
規
則
第
２
２
号
の
４
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
り
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
法
の
施
行
地
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法

人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
租
税
特
別
措

置
法
第
６
６
条
の
７
第
５
項
及
び
第
１
１
項
又
は
第
６
８
条
の
９
１
第
４
項

及
び
第
１
０
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
法
第
３
２
１
条
の
８

第
２
４
項
及
び
令
第
４
８
条
の
１
２
の
２
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
控

除
す
べ
き
額
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控

除
す
る
。
 

３
 
内
国
法
人
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
６
６
条
の
９
の
３
第
４
項
及
び
第
１

０
項
又
は
第
６
８
条
の
９
３
の
３
第
４
項
及
び
第
１
０
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
場
合
に
は
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
５
項
及
び
令
第
４
８
条
の
１

２
の
３
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
控
除
す
べ
き
額
を
第
１
項
の
規
定
に

（ 37 ）



改
正
後

 
改
正
前

 

 ４
 

内
国

法
人

又
は

外
国

法
人

が
、

外
国

の
法

人
税

等
を

課
さ

れ
た

場
合

に

は
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
８
項
及
び
令
第
４
８
条
の
１
３
に
規
定
す
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
控
除
す
べ
き
額
を
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ

き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

５
 
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
同
条
第
３
３
項
の

規
定
に
よ

る
申
告
書
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
税

金
を
納
付
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
金
に
係
る
同
条
第
１
項
、
第
２
項
又
は

第
３
１
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ

た
納
期
限
と
す
る
。
第
７
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付

の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
税
額
に
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト

（
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
同
条
第
３
５
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、

当
該
申
告
書
が
そ
の
提
出
期
限
前
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

提
出
期
限

）
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過

す
る
日
ま

で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗

じ
て
計
算

し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
施
行
規
則
第
２
２

号
の
４
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ６
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
人
が
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項
、
第
２
項

又
は
第
３
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
当
該
申
告
書
が
そ
の

提
出
期
限
前
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
期
限
）
の
翌

日
か
ら
１
年
を
経
過
す
る
日
後
に
同
条
第
３
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提

出
し
た
と
き
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
市
民
税
を
免
れ
た
法
人

が
法
第
３
２
１
条
の
１
１
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
が
あ
る

べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
当
該
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
１
年

を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
当
該
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
法
第
３
２
１
条

の
８
第
３
５
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
が
そ

の
提
出
期
限
前
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
期
限
）
ま
で

の
期
間
は
、
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る
。
 

よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

４
 

内
国

法
人

又
は

外
国

法
人

が
、

外
国

の
法

人
税

等
を

課
さ

れ
た

場
合

に

は
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
６
項
及
び
令
第
４
８
条
の
１
３
に
規
定
す
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
控
除
す
べ
き
額
を
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ

き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

５
 
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
同
条
第
２
１
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
税

金
を
納
付
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
金
に
係
る
同
条
第
１
項
、
第
２
項
、
第

４
項
又
は
第
１
９
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
第
７
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日

か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
税
額
に
年
１
４
．
６
パ

ー
セ
ン
ト
（
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
同
条
第
２
３
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
が
そ
の
提
出
期
限
前
に
提
出
さ
れ
た
と
き

は
、
当
該
提
出
期
限
）
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
１

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の

割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
施
行
規

則
第

２
２

号
の

４
様

式
に

よ
る

納
付

書
に

よ
り

納
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

６
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

法
人

が
法

第
３

２
１

条
の

８
第

１
項

、
第

２

項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
当
該
申

告
書
が
そ
の
提
出
期
限
前
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出

期
限
）
の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
す
る
日
後
に
同
条
第
２
２
項
に
規
定
す
る

申
告
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
市
民
税
を

免
れ
た
法
人
が
法
第
３
２
１
条
の
１
１
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る

更
正

が
あ

る
べ

き
こ

と
を

予
知

し
て

当
該

申
告

書
を

提
出

し
た

場
合

を
除

き
、

当
該

１
年

を
経

過
す

る
日

の
翌

日
か

ら
当

該
申

告
書

を
提

出
し

た
日

（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
３
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
告
書
が
そ
の
提
出
期
限
前
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書
の

提
出
期
限
）
ま
で
の
期
間
は
、
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控

（ 38 ）



改
正
後

 
改
正
前

 

 ７
 
第
５
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
４
項
に
規
定
す
る

申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
修
正
申
告
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が

あ
っ
た
と
き
（
当
該
修
正
申
告
書
に
係
る
市
民
税
に
つ
い
て
同
条
第
１
項
、

第
２
項
又
は
第
３
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当

初
申
告
書
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
当
初
申
告
書

の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に
類
す
る
も

の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た

後
に
、
当
該
修
正
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
修
正

申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
告
書
に
係
る
税
額

（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
に
相

当
す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

に
掲
げ
る
期
間
（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
市
民
税
を
免
れ
た
法
人

が
法
第
３
２
１
条
の
１
１
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
が
あ
る

べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
提
出
し
た
修
正
申
告
書
に
係
る
市
民
税
又
は
令
第
４

８
条
の
１
６
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
市
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号
に
掲

げ
る
期
間
に
限
る
。
）
を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控
除
す

る
。
 

(
1
) 
略
 

(
2
) 
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日
（
当
該
減
額
更
正
が
、
更
正
の
請
求

に
基
づ
く
も
の
（
法
人
税
に
係
る
更
正
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る

場
合
又
は
法
人
税
に
係
る
更
正
（
法
人
税
に
係
る
更
正
の
請
求
に
基
づ
く

も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
減
額
更
正
の
通

知
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
日
）
の
翌
日
か
ら

当
該
修
正
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
５
項
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
修
正
申
告
書
が
そ
の
提
出
期
限

前
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
修
正
申
告
書
の
提
出
期
限
）
ま
で
の
期

間
 

８
 
略
 

除
す
る
。
 

７
 
第
５
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
に
規
定
す
る

申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
修
正
申
告
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が

あ
っ
た
と
き
（
当
該
修
正
申
告
書
に
係
る
市
民
税
に
つ
い
て
同
条
第
１
項
、

第
２
項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
当
初
申
告
書
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
当

初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に

類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）

が
あ
っ
た
後
に
、
当
該
修
正
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、

当
該
修
正
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
告
書
に

係
る
税
額
（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の

部
分
に
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
市
民
税
を
免

れ
た
法
人
が
法
第
３
２
１
条
の
１
１
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
更

正
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
提
出
し
た
修
正
申
告
書
に
係
る
市
民
税
又

は
令
第
４
８
条
の
１
６
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
市
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第

１
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か

ら
控
除
す
る
。
 

(
1
) 
略
 

(
2
) 
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日
（
当
該
減
額
更
正
が
、
更
正
の
請
求

に
基
づ
く
も
の
（
法
人
税
に
係
る
更
正
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る

場
合
又
は
法
人
税
に
係
る
更
正
（
法
人
税
に
係
る
更
正
の
請
求
に
基
づ
く

も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
減
額
更
正
の
通

知
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
日
）
の
翌
日
か
ら

当
該
修
正
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
３
項
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
修
正
申
告
書
が
そ
の
提
出
期
限

前
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
修
正
申
告
書
の
提
出
期
限
）
ま
で
の
期

間
 

８
 
略
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改
正
後

 
改
正
前

 

                   ９
 
法
第
３
２
１
条
の
８
第
５
２
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
で
あ
る
内
国
法
人

は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
法
人
の
市
民
税
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

条
第
５
２
項
及
び
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
記

載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
（
次
項
及
び
第
１
１
項
に
お
い
て
「
申

告
書
記
載

事
項
」
と
い
う
。
）
を
、
法
第
７
６
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
地

方
税
関
係

手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税
共
同
機

構
（
第
１
１
項
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
方
法
に

よ
り
市
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
０
 
略
 

９
 
法
人
税
法
第
８
１
条
の
２
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
に
係
る
申
告

書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
で
同
法
第
８
１
条
の
２
４
第
１
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
い
る
も
の
が
、
同
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

合
に
は
、
当
該
法
人
及
び
当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
（
同
法

第
２
条
第
１
２
号
の
７
の
７
に
規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う
。
次

条
第
３
項
及
び
第
３
４
条
第
４
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
連
結
子
法
人

（
同
法
第
２
条
第
１
２
号
の
７
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
を
い
う
。
次
条
第

３
項
及
び
第
３
４
条
第
４
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
連
結
申
告
法
人
（
同
法

第
２
条
第
１
６
号
に
規
定
す
る
連
結
申
告
法
人
を
い
う
。
第
３
４
条
第
４
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
８
１
条
の
２
４
第

４
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
当
該
申
告
書
に
係
る
連
結
法
人
税
額
（
法
第
３

２
１
条
の
８
第
４
項
に
規
定
す
る
連
結
法
人
税
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
第
３
４
条
第
４
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
（
当
該

法
人
の
連
結
事
業
年
度
に
該
当
す
る
期
間
に
限
る
。
第
３
４
条
第
４
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
限
り
、
当
該
連
結
法
人
税
額
に
係
る
個
別
帰
属
法
人
税
額

を
課
税
標
準
と
し
て
算
定
し
た
法
人
税
割
額
及
び
こ
れ
と
併
せ
て
納
付
す
べ

き
均
等
割
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
連
結
法
人
税
額
に
つ
い
て
法
人
税
法
第
８

１
条
の
２
４
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
第
１
１
条

の
２
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

１
０
 
法
第
３
２
１
条
の
８
第
４
２
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
で
あ
る
内
国
法

人
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
法
人
の
市
民
税
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
条
第
４
２
項
及
び
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に

記
載

す
べ

き
も

の
と

さ
れ

て
い

る
事

項
（

次
項

及
び

第
１

２
項

に
お

い
て

「
申
告
書
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
、
法
第
７
６
２
条
第
１
号
に
規
定
す

る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税
共

同
機
構
（
第
１
２
項
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
方

法
に
よ
り
市
長
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
１
 
略
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改
正
後

 
改
正
前

 

１
１
 
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
同
項
の
申
告
は
、
申
告
書
記
載
事
項

が
法
第
７

６
２
条
第
１
号
の
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装

置
を
含
む

。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
同
項
に

規
定
す
る
市
長
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

１
２
 
第
９
項
の
内
国
法
人
が
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り

地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で

納
税
申
告

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

同
項
の
規

定
を
適
用
し
な
い
で
納
税
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
市

長
の
承
認

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
市
長
が
指
定
す
る
期
間
内
に
行
う
同
項

の
申
告
に
つ
い
て
は
、
前
３
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
法
人
税
法
第
７

５
条
の
５
第
２
項
の
申
請
書
を
同
項
に
規
定
す
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長

に
提
出
し
た
第
９
項
の
内
国
法
人
が
、
当
該
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
、
又

は
当
該
税
務
署
長
の
却
下
の
処
分
を
受
け
て
い
な
い
旨
を
記
載
し
た
施
行
規

則
で
定
め
る
書
類
を
、
納
税
申
告
書
の
提
出
期
限
の
前
日
ま
で
に
、
又
は
納

税
申
告
書
に
添
付
し
て
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
、
市
長
に
提
出
し
た
場
合
に

お
け
る
当
該
税
務
署
長
が
指
定
す
る
期
間
内
に
行
う
同
項
の
申
告
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。
 

１
３
 
略
 

１
４
 
第
１
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
内
国
法
人
は
、
第
９
項
の
申

告
に
つ
き
第
１
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
や
め
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
旨
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
５
 
第
１
２
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を

受
け
て
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
法

第
３
２
１
条
の
８
第
６
１
項
の
処
分
又
は
前
項
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た

と
き
は
、
こ
れ
ら
の
処
分
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
以
後
の

第
１
２
項
前
段
の
期
間
内
に
行
う
第
９
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
第
１
２
項

前
段
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後
新

た
に
同
項
前
段
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

１
２
 
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
同
項
の
申
告
は
、
申
告
書
記
載
事

項
が
法
第
７
６
２
条
第
１
号
の
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力

装
置
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
同
項

に
規
定
す
る
市
長
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

１
３
 
第
１
０
項
の
内
国
法
人
が
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い

で
納

税
申

告
書

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

お
い

て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
納
税
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い

て
市
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
市
長
が
指
定
す
る
期
間
内
に
行
う

同
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
前
３
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
法
人
税
法

第
７
５
条
の
４
第
２
項
の
申
請
書
を
同
項
に
規
定
す
る
納
税
地
の
所
轄
税
務

署
長
に
提
出
し
た
第
１
０
項
の
内
国
法
人
が
、
当
該
税
務
署
長
の
承
認
を
受

け
、
又
は
当
該
税
務
署
長
の
却
下
の
処
分
を
受
け
て
い
な
い
旨
を
記
載
し
た

施
行
規
則
で
定
め
る
書
類
を
、
納
税
申
告
書
の
提
出
期
限
の
前
日
ま
で
に
、

又
は
納
税
申
告
書
に
添
付
し
て
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
、
市
長
に
提
出
し
た

場
合
に
お
け
る
当
該
税
務
署
長
が
指
定
す
る
期
間
内
に
行
う
同
項
の
申
告
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
 

１
４
 
略
 

１
５
 
第
１
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
内
国
法
人
は
、
第
１
０
項
の

申
告
に
つ
き
第
１
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
や
め
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
旨
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
６
 
第
１
３
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
法

第
３
２
１
条
の
８
第
５
１
項
の
処
分
又
は
前
項
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た

と
き
は
、
こ
れ
ら
の
処
分
又
は
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
以
後
の

第
１
３
項
前
段
の
期
間
内
に
行
う
第
１
０
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
第
１
３

項
前
段
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
内
国
法
人
が
、
同
日
以
後

新
た
に
同
項
前
段
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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改
正
後

 
改
正
前

 

１
６
 
第
１
２
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
第

１
４
項
の
届
出
書
の
提
出
又
は
法
人
税
法
第
７
５
条
の
５
第
３
項
若
し
く
は

第
６
項
の
処
分
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
届
出
書
の
提
出
又
は
処
分
が

あ
っ
た
日
の
翌
日
以
後
の
第
１
２
項
後
段
の
期
間
内
に
行
う
第
９
項
の
申
告

に
つ
い
て
は
、
第
１
２
項
後
段
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
内

国
法
人
が
、
同
日
以
後
新
た
に
同
項
後
段
の
書
類
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
 

  （
法
人
の
市
民
税
に
係
る
不
足
税
額
の
納
付
の
手
続
）
 

第
３
２
条
の
７
 
略
 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
不
足
税
額
に
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１

項
、
第
２
項
又
は
第
３
１
項
の
納
期
限
（
同
条
第
３
５
項
の
申
告
納
付
に
係

る
法
人
税
割
に
係
る
不
足
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
第
１
項
又
は
第
２

項
の
納
期
限
と
し
、
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
延
長
さ
れ

た
納
期
限
と
す
る
。
第
４
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付

の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
前
項
の
納

期
限
ま
で
の
期
間
又
は
当
該
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
に
つ
い
て
は
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た

金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ３
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
３
２
１
条
の
１
１
第
１
項
又
は
第
３
項
の

規
定
に
よ
る
更
正
の
通
知
を
し
た
日
が
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項
、
第

２
項
又
は
第
３
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
当
該
申
告
書
が

そ
の
提
出
期
限
前
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
期
限
）

の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
す
る
日
後
で
あ
る
と
き
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の

行
為
に
よ
り
市
民
税
を
免
れ
た
場
合
を
除
き
、
当
該
１
年
を
経
過
す
る
日
の

翌
日
か
ら
当
該
通
知
を
し
た
日
（
法
人
税
に
係
る
修
正
申
告
書
を
提
出
し
、

又
は
法
人
税
に
係
る
更
正
若
し
く
は
決
定
が
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
更
正
に
係

１
７
 
第
１
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
内
国
法
人
に
つ
き
、
第

１
５
項
の
届
出
書
の
提
出
又
は
法
人
税
法
第
７
５
条
の
４
第
３
項
若
し
く
は

第
６
項
（
同
法
第
８
１
条
の
２
４
の
３
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
処
分
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
届
出
書
の
提
出
又
は
処
分

が
あ
っ
た
日
の
翌
日
以
後
の
第
１
３
項
後
段
の
期
間
内
に
行
う
第
１
０
項
の

申
告
に
つ
い
て
は
、
第
１
３
項
後
段
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
内

国
法

人
が

、
同

日
以

後
新

た
に

同
項

後
段

の
書

類
を

提
出

し
た

と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 （
法
人
の
市
民
税
に
係
る
不
足
税
額
の
納
付
の
手
続
）
 

第
３
２
条
の
７
 
略
 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
不
足
税
額
に
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１

項
、
第
２
項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
の
納
期
限
（
同
条
第
２
３
項
の
申
告

納
付

に
係

る
法

人
税

割
に

係
る

不
足

税
額

が
あ

る
場

合
に

は
、

同
条

第
１

項
、
第
２
項
又
は
第
４
項
の
納
期
限
と
し
、
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
場
合

に
は

、
そ

の
延

長
さ

れ
た

納
期

限
と

す
る

。
第

４
項

第
１

号
に

お
い

て
同

じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
１
４
．
６

パ
ー
セ
ン
ト
（
前
項
の
納
期
限
ま
で
の
期
間
又
は
当
該
納
期
限
の
翌
日
か
ら

１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の

割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
３
２
１
条
の
１
１
第
１
項
又
は
第
３
項
の

規
定
に
よ
る
更
正
の
通
知
を
し
た
日
が
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項
、
第

２
項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
当
該

申
告
書
が
そ
の
提
出
期
限
前
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
告
書
の
提

出
期
限
）
の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
す
る
日
後
で
あ
る
と
き
は
、
偽
り
そ
の

他
不
正
の
行
為
に
よ
り
市
民
税
を
免
れ
た
場
合
を
除
き
、
当
該
１
年
を
経
過

す
る
日
の
翌
日
か
ら
当
該
通
知
を
し
た
日
（
法
人
税
に
係
る
修
正
申
告
書
を

提
出
し
、
又
は
法
人
税
に
係
る
更
正
若
し
く
は
決
定
が
さ
れ
た
こ
と
（
同
条

（ 42 ）



改
正
後

 
改
正
前

 

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
修
正
申
告
書
を
提
出
し
た
日
又
は
国
の
税
務
官

署
が
更
正
若
し
く
は
決
定
の
通
知
を
し
た
日
）
ま
で
の
期
間
は
、
延
滞
金
の

計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る
。
 

       ４
 
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
納
付
す
べ
き
税
額
を
増
加
さ
せ
る
更
正
（
こ

れ
に

類
す

る
も

の
を

含
む

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
増

額
更

正
」

と
い

う
。
）
が
あ
っ
た
と
き
（
当
該
増
額
更
正
に
係
る
市
民
税
に
つ
い
て
法
第
３

２
１
条
の
８
第
１
項
、
第
２
項
又
は
第
３
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下

こ
の
項
に

お
い
て
「
当
初
申
告
書
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か

つ
、
当
該

当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更

正
（
こ
れ

に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
額
更
正
」

と
い
う
。

）
が
あ
っ
た
後
に
、
当
該
増
額
更
正
が
あ
っ
た
と
き
に
限
る
。
）

は
、
当
該

増
額
更
正
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
告
書
に
係
る

税
額
（
還

付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の
部
分

に
相

当
す

る
税

額
に

限
る

。
）

に
つ

い
て

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
次
に

掲
げ
る
期
間
（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
市
民
税
を
免
れ

た
法
人
に

つ
い
て
さ
れ
た
当
該
増
額
更
正
に
よ
り
納
付
す
べ
き
市
民
税
又
は

令
第
４
８

条
の
１
５
の
５
第
４
項
に
規
定
す
る
市
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１

号
に
掲
げ

る
期
間
に
限
る
。
）
を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら

控
除
す
る
。
 

(
1
)・

(
2)
 略

 

  

第
２
項
又
は
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
法
人
が
連
結
子
法

人
の
場
合
に
は
、
当
該
連
結
子
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る

連
結
親
法
人
（
法
人
税
法
第
２
条
第
１
２
号
の
６
の
７
に
規
定
す
る
連
結
親

法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
連
結
完
全
支
配

関
係
が
あ
っ
た
連
結
親
法
人
が
法
人
税
に
係
る
修
正
申
告
書
を
提
出
し
、
又

は
法
人
税
に
係
る
更
正
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
こ
と
。
次
項
第
２
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
更
正
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
修
正
申
告
書

を
提
出
し
た
日
又
は
国
の
税
務
官
署
が
更
正
若
し
く
は
決
定
の
通
知
を
し
た

日
）

ま
で

の
期

間
は

、
延

滞
金

の
計

算
の

基
礎

と
な

る
期

間
か

ら
控

除
す

る
。
 

４
 
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
納
付
す
べ
き
税
額
を
増
加
さ
せ
る
更
正
（
こ

れ
に

類
す

る
も

の
を

含
む

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
増

額
更

正
」

と
い

う
。
）
が
あ
っ
た
と
き
（
当
該
増
額
更
正
に
係
る
市
民
税
に
つ
い
て
法
第
３

２
１
条
の
８
第
１
項
、
第
２
項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
に
規
定
す
る
申
告

書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
初
申
告
書
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て

お
り
、
か
つ
、
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少

さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減

額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
後
に
、
当
該
増
額
更
正
が
あ
っ
た
と
き
に

限
る
。
）
は
、
当
該
増
額
更
正
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
告

書
に
係
る
税
額
（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま

で
の
部
分
に
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
市
民
税

を
免
れ
た
法
人
に
つ
い
て
さ
れ
た
当
該
増
額
更
正
に
よ
り
納
付
す
べ
き
市
民

税
又

は
令

第
４

８
条

の
１

５
の

５
第

４
項

に
規

定
す

る
市

民
税

に
あ

っ
て

は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る

期
間
か
ら
控
除
す
る
。
 

(
1
)・

(
2)
 略
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改
正
後

 
改
正
前

 

（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
納
期
限
の
延
長
の
場
合
の
延
滞
金
）
 

第
３
４
条
 
略
 

２
・
３
 
略
 

                          

（
法
人
の
市
民
税
に
係
る
納
期
限
の
延
長
の
場
合
の
延
滞
金
）
 

第
３
４
条
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
法
人
税
法
第
８
１
条
の
２
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
に
係
る
申
告

書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
で
同
法
第
８
１
条
の
２
４
第
１
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
い
る
も
の
及
び
当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係

が
あ
る
連
結
子
法
人
（
連
結
申
告
法
人
に
限
る
。
）
は
、
当
該
申
告
書
に
係

る
連
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
で
そ
の
適
用
に
係
る
も
の
の
連

結
所
得
（
同
法
第
２
条
第
１
８
号
の
４
に
規
定
す
る
連
結
所
得
を
い
う
。
）

に
対
す
る
連
結
法
人
税
額
に
係
る
個
別
帰
属
法
人
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て

算
定
し
た
法
人
税
割
額
及
び
こ
れ
と
併
せ
て
納
付
す
べ
き
均
等
割
額
を
納
付

す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額
に
、
当
該
連
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定

期
間
の
末
日
の
翌
日
以
後
２
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
延

長
さ
れ
た
当
該
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
７
．

３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を

加
算
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
第
３
２
条
の
６
第
７
項
の
規
定
は
、
前
項
の
延
滞
金
額
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
第

７
項

中
「

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
市
民
税
を
免
れ

た
法
人
が
法
第
３
２
１
条
の
１
１
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
更
正

が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
提
出
し
た
修
正
申
告
書
に
係
る
市
民
税
又
は

令
第
４
８
条
の
１
６
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
市
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１

号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
当
初
申
告
書
の
提

出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
の
納
付
が
あ
っ
た
日
（
そ
の
日
が
第
３
４
条
第

４
項
の
連
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
以
後
２
月

を
経
過
し
た
日
よ
り
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
）
か
ら
同
項
の
申
告
書
の

提
出
期
限
ま
で
の
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

６
 
第
３
２
条
の
７
第
４
項
の
規
定
は
、
第
４
項
の
延
滞
金
額
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
４
項
中
「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
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改
正
後

 
改
正
前

 

         （
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
）
 

第
７
６
条
 
略
 

２
 
前
項
の
製
造
た
ば
こ
（
加
熱
式
た
ば
こ
を
除
く
。
）
の
本
数
は
、
紙
巻
た

ば
こ
の
本
数
に
よ
る
も
の
と
し
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の

本
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
同
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
定
め
る
重
量
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
１
本
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
１
本
当
た
り
の
重
量
が
１
グ
ラ
ム
未
満
の
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数
の

算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
葉
巻
た
ば
こ
の
１
本
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
１

本
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 

略
 

３
～
１
０
 
略
 

 

附
 
則
 

１
～
１
１
 
略
 

１
１
の
２
 
当
分
の
間
、
第
３
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
７
．
３

パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
年
の
平
均
貸

付
割
合
に

年
０
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
７
．
３
パ

ー
セ
ン
ト

の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
そ
の

年
に
お
け
る
当
該
加
算
し
た
割
合
と
す
る
。
 

１
１
の
３
～
４
４
 
略
 

ず
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
市
民
税
を
免
れ

た
法
人
に
つ
い
て
さ
れ
た
当
該
増
額
更
正
に
よ
り
納
付
す
べ
き
市
民
税
又
は

令
第
４
８
条
の
１
５
の
５
第
４
項
に
規
定
す
る
市
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１

号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
当
初
申
告
書
の
提

出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
の
納
付
が
あ
っ
た
日
（
そ
の
日
が
第
３
４
条
第

４
項
の
連
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
以
後
２
月

を
経
過
し
た
日
よ
り
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
）
か
ら
同
項
の
申
告
書
の

提
出
期
限
ま
で
の
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
）
 

第
７
６
条
 
略
 

２
 
前
項
の
製
造
た
ば
こ
（
加
熱
式
た
ば
こ
を
除
く
。
）
の
本
数
は
、
紙
巻
た

ば
こ
の
本
数
に
よ
る
も
の
と
し
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の

本
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
同
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
定
め
る
重
量
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
１
本
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
１
本
当
た
り
の
重
量
が
０
．
７
グ
ラ
ム
未
満
の
葉
巻
た
ば
こ
の
本

数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
葉
巻
た
ば
こ
の
１
本
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ

の
０
．
７
本
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 

略
 

３
～
１
０
 
略
 

  
 
 
附
 
則
 

１
～
１
１
 
略
 

１
１
の
２
 
当
分
の
間
、
第
３
４
条
第
１
項
及
び
第
４
項
に
規
定
す
る
延
滞
金

の
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各

年
の
平
均
貸
付
割
合
に
年
０
．
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が

年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い

て
は
、
そ
の
年
に
お
け
る
当
該
加
算
し
た
割
合
と
す
る
。
 

１
１
の
３
～
４
４
 
略
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大
村
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
大
村
市
条
例
第
１
０
号
）
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
４
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

(
1
)・

(
2)
 略

 

(
3
)
削
除

(
4
)
第
３
条
及
び
附
則
第
８
条
の
規
定
 
令
和
３
年
４
月
１
日

第
４
条
 
削
除
 

第
１
７
条
第
１
項
第
２
号
中
「
又
は
寡
夫
」
を
「
、
寡
夫
又
は
単
身
児
童
扶

養
者
」
に
改
め
る
。
 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

(
1
)・

(
2)
 略

 

(
3
)
第
３
条
中
大
村
市
税
条
例
第
１
７
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
４
条
の

規
定
 
令
和
３
年
１
月
１
日

(
4
)
第
３
条
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
８
条
の

規
定
 
令
和
３
年
４
月
１
日

第
４
条
 
附
則
第
１
条
第
３
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
村
市
税
条

例
第
１
７
条
第
１
項
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和

３
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
２
年
度

分
ま
で
の
個
人
の
市
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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大
村
市
都
市
計
画
税
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
５
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

（
納
税
義
務
者
等
）
 

第
２
条
 
略
 

２
 
前
項
の
「
価
格
」
と
は
、
当
該
土
地
又
は
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
法
第
３
４
９
条
の
３
第
９
項
か
ら
第
１
１
項
ま

で
、
第
２
１
項
か
ら
第
２
３
項
ま
で
、
第
２
５
項
、
第
２
７
項
か
ら
第
３
０

項
ま
で
、
第
３
２
項
又
は
第
３
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
又
は
家

屋
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
価
格
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て

得
た
額
）
を
い
い
、
前
項
の
「
所
有
者
」
と
は
、
当
該
土
地
又
は
家
屋
に
係

る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
３
条
（
第
３
項
、
第
８
項
及
び
第
９
項

を
除
く
。
）
の
規
定
に
お
い
て
所
有
者
又
は
所
有
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
い

う
。
 

３
・
４
 
略
 

附
 
則
 

１
 
略
 

（
法
附
則
第
１
５
条
第
３
８
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
８
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

（
法
附
則
第
１
５
条
第
３
９
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
９
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

（
法
附
則
第
１
５
条
第
４
７
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

４
 
法
附

則
第
１
５
条
第
４
７
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

（
納
税
義
務
者
等
）
 

第
２
条
 
略
 

２
 
前
項
の
「
価
格
」
と
は
、
当
該
土
地
又
は
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
法
第
３
４
９
条
の
３
第
１
０
項
か
ら
第
１
２
項

ま
で
、
第
２
２
項
か
ら
第
２
４
項
ま
で
、
第
２
６
項
、
第
２
８
項
か
ら
第
３

１
項
ま
で
、
第
３
３
項
又
は
第
３
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
又
は

家
屋
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
価
格
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
に
定
め
る
率
を
乗
じ

て
得
た
額
）
を
い
い
、
前
項
の
「
所
有
者
」
と
は
、
当
該
土
地
又
は
家
屋
に

係
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
３
条
（
第
３
項
、
第
８
項
及
び
第
９

項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
お
い
て
所
有
者
又
は
所
有
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を

い
う
。
 

３
・
４
 
略
 

附
 
則
 

１
 
略
 

（
法
附
則
第
１
５
条
第
４
０
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
０
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
５
分
の
４
と
す
る
。
 

（
法
附
則
第
１
５
条
第
４
４
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
４
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

（
法
附
則
第
１
５
条
第
４
５
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
５
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
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改
正
後

改
正
前

５
 
略
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
平
成
３
０
年

度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度

分
の
都
市
計
画
税
の
特
例
）
 

６
 
宅
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都

市
計

画
税

の
額

は
、

当
該

宅
地

等
に

係
る

当
該

年
度

分
の

都
市

計
画

税
額

が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市

計
画
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画

税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
都
市
計

画
税
に
つ
い
て
法
第
７
０
２
条
の
３
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ

る
と

き
は

、
当

該
価

格
に

同
条

に
定

め
る

率
を

乗
じ

て
得

た
額

。
以

下
同

じ
。
）
に
１
０
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
当
該
宅
地
等

が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
８
項

を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
額

と
し

た
場

合
に

お
け

る
都

市
計

画
税

額
（

以
下

「
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該

宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

７
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令

和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅
地

等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
１
０
分
の
６
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３

（
第
１
８
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分

の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計

画
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
市
計

画
税
額
と
す
る
。
 

５
 
略
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度

分
の
都
市
計
画
税
の
特
例
）
 

６
 
宅
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都

市
計

画
税

の
額

は
、

当
該

宅
地

等
に

係
る

当
該

年
度

分
の

都
市

計
画

税
額

が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市

計
画
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画

税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
都
市
計

画
税
に
つ
い
て
法
第
７
０
２
条
の
３
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ

る
と

き
は

、
当

該
価

格
に

同
条

に
定

め
る

率
を

乗
じ

て
得

た
額

。
以

下
同

じ
。
）
に
１
０
０
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
当
該
宅
地
等

が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
９
項

を
除
く
。
）
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る

率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
（
以
下

「
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該

宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

７
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令

和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該
宅
地

等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
１
０
分
の
６
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３

（
第
１
９
項
を
除
く
。
）
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の

規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度

分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市

計
画
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
市

計
画
税
額
と
す
る
。
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改
正
後

 
改
正
前

 

８
 
附
則
第
６
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か

ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該

宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市

計
画

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
価

格
に

１
０

分
の

２
を

乗
じ

て
得

た
額

（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の

３
（
第
１
８
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画

税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
附
則
第
６
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

９
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．
６
以

上
０
．
７
以
下
の
も
の
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
附
則
第
６
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画

税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
８
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら

第
１
５
条

の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
課
税

標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当

該
商
業
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

１
０
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．
７

を
超
え
る

も
の
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
都
市
計

画
税
の
額
は
、
附
則
第
６
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業

地
等
に
係

る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に

１
０
分
の

７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
８
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第

１
５
条
か

ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ

る
と
き
は

、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を

８
 
附
則
第
６
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か

ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
は
、
当
該

宅
地
等
調
整
都
市
計
画
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市

計
画

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
価

格
に

１
０

分
の

２
を

乗
じ

て
得

た
額

（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の

３
（
第
１
９
項
を
除
く
。
）
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま

で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の

規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分

の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計

画
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
附
則
第
６
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

９
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．
６
以

上
０
．
７
以
下
の
も
の
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
附
則
第
６
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計
画

税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
９
項
を
除
く
。
）
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か

ら
第

１
５

条
の

３
ま

で
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
商

業
地

等
で

あ
る

と
き

は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）

を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

１
０
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が
０
．
７

を
超
え
る
も
の
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
都
市
計
画
税
の
額
は
、
附
則
第
６
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業

地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に

１
０
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
９
項
を
除
く
。
）
又
は
法
附
則

第
１
５
条
か
ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
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改
正
後

改
正
前

当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

１
１
 
略
 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
都
市
計
画
税
の
特
例
）
 

１
２
 
農
地
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都

市
計
画
税

の
額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
額
が
、

当
該
農
地

に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
課

税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
８
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら
第

１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課

税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
、
当
該
農

地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同

表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
農
地
に
係
る
当

該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け

る
都
市
計
画
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
都
市
計
画
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超

え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

略
 

１
３
 
略
 

（
読
替
規
定
）
 

１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
１
項
、
第
１
３
項
、
第
１
８
項
か
ら
第
２
２
項
ま

で
、
第
２
４
項
、
第
２
５
項
、
第
２
９
項
、
第
３
３
項
、
第
３
７
項
か
ら
第

３
９
項
ま
で
、
第
４
２
項
か
ら
第
４
４
項
ま
で
、
第
４
７
項
若
し
く
は
第
４

８
項
、
第
１
５
条
の
２
第
２
項
、
第
１
５
条
の
３
又
は
第
６
１
条
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
２
条
第
２
項
中
「
又
は

第
３
３
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
３
３
項
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら

第
１
５
条
の
３
ま
で
若
し
く
は
第
６
１
条
」
と
す
る
。
 

を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

１
１
 
略
 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
都
市
計
画
税
の
特
例
）
 

１
２
 
農
地
に
係
る
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都

市
計
画
税
の
額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
額
が
、

当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
係
る
前
年
度
分
の
都
市
計

画
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

法
第
３
４
９
条
の
３
（
第
１
９
項
を
除
く
。
）
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か
ら

第
１
５
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
、
当
該

農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
農
地
に
係
る

当
該
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お

け
る
都
市
計
画
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
都
市
計
画
税
額
」
と
い
う
。
）
を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
都
市
計
画
税
額
と
す
る
。
 

略
 

１
３
 
略
 

（
読
替
規
定
）
 

１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
１
項
、
第
１
３
項
、
第
１
８
項
、
第
１
９
項
、
第

２
１
項
か
ら
第
２
５
項
ま
で
、
第
２
７
項
、
第
２
８
項
、
第
３
２
項
、
第
３

６
項
、
第
４
０
項
、
第
４
３
項
か
ら
第
４
５
項
ま
で
若
し
く
は
第
４
８
項
か

ら
第
５
０
項
ま
で
、
第
１
５
条
の
２
第
２
項
又
は
第
１
５
条
の
３
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
２
条
第
２
項
中
「
又
は

第
３
４
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
３
４
項
又
は
法
附
則
第
１
５
条
か

ら
第
１
５
条
の
３
ま
で
」
と
す
る
。
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大
村
市
都
市
計
画
税
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
（
第
６
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

附
 
則
 

１
～
１
３
 
略
 

（
読
替
規
定
）
 

１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
１
項
、
第
１
３
項
、
第
１
８
項
か
ら
第
２
２
項
ま

で
、
第
２

４
項
、
第
２
５
項
、
第
２
９
項
、
第
３
３
項
、
第
３
７
項
か
ら
第

３
９
項
ま

で
、
第
４
２
項
か
ら
第
４
４
項
ま
で
、
第
４
７
項
若
し
く
は
第
４

８
項
、
第
１
５
条
の
２
第
２
項
、
第
１
５
条
の
３
又
は
第
６
３
条
の
規
定
の

適
用
が
あ

る
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
２
条
第
２
項
中
「
又
は

第
３
３
項

」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
３
３
項
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら

第
１
５
条
の
３
ま
で
若
し
く
は
第
６
３
条
」
と
す
る
。
 

附
 
則
 

１
～
１
３
 
略
 

（
読
替
規
定
）
 

１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
１
項
、
第
１
３
項
、
第
１
８
項
か
ら
第
２
２
項
ま

で
、
第
２
４
項
、
第
２
５
項
、
第
２
９
項
、
第
３
３
項
、
第
３
７
項
か
ら
第

３
９
項
ま
で
、
第
４
２
項
か
ら
第
４
４
項
ま
で
、
第
４
７
項
若
し
く
は
第
４

８
項
、
第
１
５
条
の
２
第
２
項
、
第
１
５
条
の
３
又
は
第
６
１
条
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第
２
条
第
２
項
中
「
又
は

第
３
３
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
３
３
項
又
は
附
則
第
１
５
条
か
ら

第
１
５
条
の
３
ま
で
若
し
く
は
第
６
１
条
」
と
す
る
。
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大
村
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
３
０
年
大
村
市
条
例
第
２
４
号
）
（
新
旧
対
照
表
）
（
附
則
第
９
条
関
係
）

改
正
後

改
正
前

附
 
則
 

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
た
ば
こ
税
）
 

第
８
条
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
前
３
項
に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

大
村

市
税

条
例

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
２
年
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
１
２

条
、
第
８
０
条
第
４
項
及
び
第
５
項
、
第
８
２
条
の
２
並
び
に
第
８
３
条
の

規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
２
年

新
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

略
 

５
 
２
年
新
条
例
第
８
１
条
の
規
定
は
、

販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
、
市
の
区
域
内
に
営
業
所
の
所
在
す
る
小
売
販
売
業
者
に

売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税
を

課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
卸
売
販
売
業
者
等

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
は
、

施
行
規
則
第
１
６
条
の
２
の
５
又
は
第
１
６
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ

ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
施
行
規
則
第
１
６
号
の
５
様

式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
」
欄

に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば

こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
こ
れ
ら
の

申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

附
 
則
 

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
た
ば
こ
税
）
 

第
８
条
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
前
３
項
に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

大
村

市
税

条
例

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
３
２
年
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
１

２
条
、
第
８
０
条
第
４
項
及
び
第
５
項
、
第
８
２
条
の
２
並
び
に
第
８
３
条

の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
３

２
年
新
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

略
 

５
 
３
２
年
新
条
例
第
８
１
条
の
規
定
は
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
、
市
の
区
域
内
に
営
業
所
の
所
在
す
る
小
売
販
売
業
者

に
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税

を
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
卸
売
販
売
業
者

等
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
卸

売
販

売
業

者
等

は
、
施
行
規
則
第
１
６
条
の
２
の
５
又
は
第
１
６
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
施
行
規
則
第
１
６
号
の

５
様

式
に

よ
る

書
類

中
「

返
還

の
理

由
及

び
そ

の
他

参
考

と
な

る
べ

き
事

項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い

て
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還
に
係
る
製

造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
こ

れ
ら
の
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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改
正
後

改
正
前

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
た
ば
こ
税
）
 

第
１
０
条
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
前
３
項
に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
第

４
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

大
村

市
税

条
例

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
３
年
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
１
２

条
、
第
８
０
条
第
４
項
及
び
第
５
項
、
第
８
２
条
の
２
並
び
に
第
８
３
条
の

規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
３
年

新
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

略
 

５
 
３
年
新
条
例
第
８
１
条
の
規
定
は
、

販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
、
市
の
区
域
内
に
営
業
所
の
所
在
す
る
小
売
販
売
業
者
に

売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税
を

課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
卸
売
販
売
業
者
等

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
は
、

施
行
規
則
第
１
６
条
の
２
の
５
又
は
第
１
６
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ

ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
施
行
規
則
第
１
６
号
の
５
様

式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
」
欄

に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば

こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
こ
れ
ら
の

申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
た
ば
こ
税
）
 

第
１
０
条
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
前
３
項
に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
第

４
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

大
村

市
税

条
例

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
３
３
年
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
１

２
条
、
第
８
０
条
第
４
項
及
び
第
５
項
、
第
８
２
条
の
２
並
び
に
第
８
３
条

の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
３

３
年
新
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

略
 

５
 
３
３
年
新
条
例
第
８
１
条
の
規
定
は
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
、
市
の
区
域
内
に
営
業
所
の
所
在
す
る
小
売
販
売
業
者

に
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税

を
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
卸
売
販
売
業
者

等
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
卸

売
販

売
業

者
等

は
、
施
行
規
則
第
１
６
条
の
２
の
５
又
は
第
１
６
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
施
行
規
則
第
１
６
号
の

５
様

式
に

よ
る

書
類

中
「

返
還

の
理

由
及

び
そ

の
他

参
考

と
な

る
べ

き
事

項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い

て
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
市
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還
に
係
る
製

造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
こ

れ
ら
の
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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大
村
市
手
数
料
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

手
数
料
を
徴
収
す
る
事
項
 

手
数
料
の
金
額
 

略
 

略
 

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
再
交
付
 

１
件
に
つ
き
 
８
０
０
円
 

略
 

略
 

手
数
料
を
徴
収
す
る
事
項
 

手
数
料
の
金
額
 

略
 

略
 

個
人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド
の
再
交
付
 
１
件
に
つ
き
 
５
０
０
円
 

個
人
番
号
カ

ー
ド
の
再
交
付
 

１
件
に
つ
き
 
８
０
０
円
 

略
 

略
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大
村
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
保
険
税
の
減
免
）
 

第
２
８
条
 
市
長
は
、
保

険
税
の
納
税
義

務
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
保
険
税
を
減

免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
～
(
4
)
 
略
 

(
5
)
そ
の
他
市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ

る
と
認
め
る
者

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
保
険
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期

限
前

７
日

ま
で

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

た
申

請
書

に
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
事

由
を

証
明

す
る

書
類

を
添

付
し

て
市

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
1
)
～
(
3
)
 
略
 

３
 
略
 附
 
則
 

１
～
７
 
略

 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

８
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く

は
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

４
条

第
４

項
の

譲
渡

所
得

を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の
２
、
第
１
３
条
の
４
及
び
第

２
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所

得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
法
附
則
第
３
４
条
第
４
項
に
規

定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若

し
く
は
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条

の
３
第
１
項
、
第
３
５
条
第
１
項
、
第

３
５
条
の
２
第
１
項
、
第
３
５
条
の

（
保
険
税
の
減
免
）
 

第
２
８
条
 
市
長
は
、
保

険
税
の
納
税
義
務
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
保
険
税
を
減

免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
～
(
4
)
 
略
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
保
険
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期

限
前

７
日

ま
で

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

た
申

請
書

に
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
事

由
を

証
明

す
る

書
類

を
添

付
し

て
市

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
第
３
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

(
1
)
～
(
3
)
 
略
 

３
 
略
 附
 
則
 

１
～
７
 
略
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

８
 

世
帯

主
又

は
そ

の
世

帯
に

属
す

る
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

若
し

く

は
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

４
条

第
４

項
の

譲
渡

所
得

を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第
１
２
条
、
第
１
３
条
の
２
、
第
１
３
条
の
４
及
び
第

２
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
１
２
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所

得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
法
附
則
第
３
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若

し
く
は
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条

の
３
第
１
項
、
第
３
５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
又
は
第
３
６
条

（ 55 ）



改
正
後
 

改
正
前
 

３
第
１
項
又
は
第
３
６
条
の
規
定
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

の
適

用
に

よ
り

同
法

第
３

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

長
期

譲
渡

所
得

の
金

額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金

額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除

後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計

額
か
ら
法
第
３
１
４
条

の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
控
除
後
の
長

期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計
額
（
」

と
、
同
条

第
２
項
中
「
又

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
山

林
所

得
金

額
又

は
法

附
則

第
３

４
条

第
４

項
に

規
定

す
る

長
期

譲
渡

所
得

の
金
額
」
と
、
第
２
５
条
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び

山
林

所
得

金
額

並
び

に
法

附
則

第
３

４
条

第
４

項
に

規
定

す
る

長
期

譲
渡

所
得
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
保
険
税
の
課
税

の
特
例
）
 

９
 
前
項
の
規
定
は
、
世
帯
主
又
は
そ
の

世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険

者
若

し
く

は
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

５
条

第
５

項
の

譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前

項
中
「
法

附
則
第
３
４
条
第
４
項
」
と
あ
る
の
は
「

法
附
則
第
３
５
条
第
５

項
」
と
、
「
長
期
譲
渡
所

得
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
譲
渡
所
得
の
金

額
」
と
、
「
、
第
３
５
条

の
２
第
１
項
、
第
３
５
条

の
３
第
１
項
又
は
第
３

６
条
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
３
６
条
」
と
、
「
第
３
１
条
第
１
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
３
２
条
第
１
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

１
０
～
２
１
 
略
 

（
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

感
染

し
た

被
保

険
者

等
に

係
る

傷
病

手

当
金
）
 

２
２
 
給
与
等
（
所
得
税
法
第
２
８
条
第

１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
を
い
い
、

賞
与
（
健
康
保
険
法
第
３
条
第
６
項
に
規
定
す
る
賞
与
を
い
う
。
）
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
の
支
払
を
受
け
て
い
る

被
保
険
者
が
療
養
の
た
め
労
務
に
服

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
（
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法

（
平
成
２
４
年
法
律
第
３
１
号
）
附
則

第
１
条
の
２
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
３

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

長
期

譲
渡

所
得

の
金

額
か

ら
控

除
す

る
金

額
を

控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金

額
」
と
い
う
。
）
の
合
計

額
か
ら
法
第
３
１
４
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及

び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則

第
３
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第
２
５
条
中

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附

則
第
３
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。
 

 （
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

９
 
前
項
の
規
定
は
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険

者
若

し
く

は
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

が
法

附
則

第
３

５
条

第
５

項
の

譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前

項
中
「
法
附
則

第
３
４
条
第
４
項
」
と
あ
る
の
は
「

法
附
則
第
３
５
条
第
５

項
」
と
、
「
長
期
譲
渡
所

得
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
譲
渡
所
得
の
金

額
」
と
、
「
、
第
３
５
条

の
２
第
１
項
又
は
第
３
６
条
」
と
あ
る
の
は
「
又

は
第
３
６
条
」
と
、
「
第

３
１
条
第
１
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
３
２
条
第
１

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

１
０
～
２
１
 
略
 

  

（ 56 ）



改
正
後
 

改
正
前
 

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と
い
う
。
）

に
感

染
し

た
と

き
又

は
発

熱
等

の
症

状
が

あ
り

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症
の
感
染
が
疑
わ
れ
る
と
き
に
限
る

。
）
は
、
そ

の
労
務
に
服
す
る
こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

日
か

ら
起

算
し

て
３

日
を

経
過

し
た

日
か

ら
労

務
に

服
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

期
間

の
う

ち
労

務
に

就
く

こ
と

を
予

定
し

て
い

た
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
傷
病
手

当
金
を
支
給
す
る
。

２
３
 
傷
病
手
当
金
の
額
は
、
１
日
に
つ
き
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る

日
の

属
す

る
月

以
前

の
直

近
の

継
続

し
た

３
月

間
の

給
与

等
の

収
入

の
額

の
合
計
額
を
就
労
日
数
で
除
し
た
金
額
（
そ
の
額
に
、
５
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
５

円
以
上
１
０
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
１
０
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
の
３
分
の
２
に

相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
に
、
５
０

銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
５
０
銭
以
上
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

１
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。
た

だ
し
、
健
康
保
険
法
第

４
０

条
第

１
項

に
規

定
す

る
標

準
報

酬
月

額
等

級
の

最
高

等
級

の
標

準
報

酬
月

額
の

３
０

分
の

１
に

相
当

す
る

金
額

の
３

分
の

２
に

相
当

す
る

金
額

を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
と
す
る

。
 

２
４
 
傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
は
、
そ

の
支
給
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て

１
年
６
月
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

 

（
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

感
染

し
た

被
保

険
者

等
に

係
る

傷
病

手

当
金
と
給
与
等
と
の
調
整
）
 

２
５

 
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

感
染

し
た

場
合

又
は

発
熱

等
の

症

状
が

あ
り

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
が

疑
わ

れ
る

場
合

に
お

い
て
給
与
等
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
者
に
対
し
て
は
、

こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は

、
傷
病
手
当
金
を
支
給
し
な
い
。
た

だ
し
、
そ
の
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
給
与
等
の
額
が
、
附
則
第
２
３
項
の
規

定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
よ
り
少
な
い

と
き
は
、
そ
の
差
額
を
支
給
す
る
。
 

２
６
 
前
項
に
規
定
す
る
者
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た

（ 57 ）



改
正
後
 

改
正
前
 

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
給
与
等
の
全

部
又
は
一
部
に
つ
き
、
そ
の
全
額
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は

傷
病
手
当
金
の
全
額
を
、
そ
の
一
部
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合

に
お

い
て

そ
の

受
け

た
額

が
傷

病
手

当
金

の
額

よ
り

少
な

い
と

き
は

そ
の

額
と
傷
病
手
当
金
と
の
差
額
を
支
給
す

る
。
た
だ
し
、
同
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
傷
病
手
当
金
の
一
部
を
受
け

た
と
き
は
、
そ
の
額
を
支
給
額
か
ら

控
除
す
る
。
 

２
７
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
本
市
が
支
給

し
た
金
額
は
、
当
該
被
保
険
者
を
使

用
す
る
事
業
所
の
事
業
主
か
ら
徴
収
す

る
。
 

                    

（ 58 ）



大
村
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
市
に
お
い
て
行
う
事
務
）
 

（
市
に
お
い
て
行
う
事
務
）
 

第
２
条
 
市
は
、
保
険
料

の
徴
収
並
び
に

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
１
９
年
政
令
第
３
１
８
号
）
第
２
条
並
び
に
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

平
成
１
９
年

厚
生
労
働
省
令
第
１
２

９
号
）
第
６
条
及
び
第
７
条
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(
7
)
 
略
 

(
8
)

広
域

連
合

条
例

附
則

第
５

条
の

傷
病

手
当

金
の

支
給

に
係

る
申

請
書

の
提
出

の
受
付

(
9
)
略

第
２
条
 
市
は
、
保
険
料

の
徴
収
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
１
９
年
政
令
第
３
１
８
号
）
第
２
条
並
び
に
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
１
９
年

厚
生
労
働
省
令
第
１
２

９
号
）
第
６
条
及
び
第
７
条
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(
1
)
～
(
7
)
 
略
 

(
8
)
略

（ 59 ）



大
村
市
介
護
保
険
条
例
（
新
旧
対
照
表
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
保
険
料
の
減
免
）
 

（
保
険
料
の
減
免
）
 

第
８
条
 
市
長
は
、
保
険

料
の
納
付
義
務

者
が
前
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該

当
す

る
場

合
又

は
規

則
で

定
め

る
特

別
の

理
由

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

納
付
義
務
者

か
ら
保
険
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
適

当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
納
付
義
務
者
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
保

険
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
８
条
 
市
長
は
、
保
険

料
の
納
付
義
務
者
が
前
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該

当
す

る
場

合
又

は
規

則
で

定
め

る
特

別
の

理
由

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

納
付
義
務
者
か
ら
保
険
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
適

当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
納
付
義
務
者
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
保

険
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
普
通
徴

収
の

方
法

に
よ

り
保

険
料

を
徴

収
さ

れ
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

納
期

限
前

７
日
ま
で
に
、
特
別
徴
収

の
方
法
に
よ

り
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
者
に

つ
い

て
は

特
別

徴
収

対
象

年
金

給
付

の
支

払
に

係
る

月
の

前
前

月
の

１
５

日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う
と

す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
者
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
普
通
徴

収
の

方
法

に
よ

り
保

険
料

を
徴

収
さ

れ
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

納
期

限
前

７
日
ま
で
に
、
特
別
徴
収

の
方
法
に
よ
り
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
者
に

つ
い

て
は

特
別

徴
収

対
象

年
金

給
付

の
支

払
に

係
る

月
の

前
前

月
の

１
５

日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う
と

す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(
1
)
～
(
3
)
 
略
 

(
1
)
～
(
3
)
 
略
 

３
 
略
 

３
 
略
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大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の改正概要（第４０号議案関係） 

１ 改正の理由 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

１号）の改正に伴い、当該省令に従って本市の条例で定める事項について、以下

のとおり改正するものである。 

２ 改正の内容 

(1) 継続的な教育又は保育の提供の確保による連携施設の確保の不要（第６条第

４項及び第５項関係） 

家庭的保育事業者等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事

業及び事業所内保育事業を行う者をいう。）は、保育の提供の終了に際して卒園

後の受皿の提供を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」と

いう。）を確保しなければならないが、保護者の希望に基づき、引き続き必要な

教育又は保育が提供されるよう市長が必要な措置を講じているときは、卒園後

の受皿の提供を行う連携施設の確保をしないことができることとする。 

(2) 保護者の疾病等を理由として居宅訪問型保育事業を利用する場合の明確化

（第３７条関係） 

居宅訪問型保育事業者が、保護者の疾病等により家庭において養育を受ける

ことが困難な乳幼児に対して居宅訪問型保育を提供する旨を明確化するため、

所要の条文整理を行う。 

３ 施行日 

公布の日 
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大
村
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）
 

第
６
条
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
市
長
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
１
項
第
３
号
の
規
定

を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
市
長
が
、
法
第
２
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
行
う
に
当
た
っ

て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
利
用
乳

幼
児
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
措
置
そ
の
他
の
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ

る
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
利
用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望

に
基
づ
き
、
引
き
続
き
必
要
な
教
育
又
は
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要

な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
。

(
2
)
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
前
号
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

５
 
前
項
（
第

２
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭

的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次

に
掲

げ
る

も
の

（
入

所
定

員
が

２
０

人
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
で

あ
っ

て
、
市
長

が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

連
携
協
力
を
行
う
者
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)・

(
2)
 略

 

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）
 

第
６
条
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
市
長
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項

に
係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号

の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
５
９
条
第
１

項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以

上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項

第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
者
と
し
て
適
切
に
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)・

(
2)
 略

 

（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）
 

第
３
７
条
 
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
保
育
を
提
供
す
る
も

の
と
す
る
。
 

(
1
)～

(
3)
 略

 
(
4
)
母
子
家
庭
等
（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
３
９
年
法

律
第
１

２
９
号
）
第
６
条
第
５
項
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
等
を
い
う
。
）

（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）
 

第
３
７
条
 
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
保
育
を
提
供
す
る
も

の
と
す
る
。
 

(
1
)～

(
3)
 略

 
(
4
)
母
子
家
庭
等
（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
３
９
年
法

律
第
１
２
９
号
）
第
６
条
第
５
項
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
等
を
い
う
。
）
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改
正
後

改
正
前

の
乳

幼
児
の
保

護
者
が
夜
間
及

び
深
夜
の

勤
務
に
従
事
す

る
場
合
又
は
保

護
者

の
疾
病
、

疲
労
そ
の
他
の

身
体
上
、

精
神
上
若
し
く

は
環
境
上
の
理

由
に

よ
り
家
庭

に
お
い
て
乳
幼

児
を
養
育

す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
へ
の

対
応

等
、
保
育

の
必
要
の
程
度

及
び
家
庭

等
の
状
況
を
勘

案
し
、
居
宅
訪

問
型

保
育
を
提

供
す
る
必
要
性

が
高
い
と

市
が
認
め
る
乳

幼
児
に
対
す
る

保
育
 

(
5
)
略

の
乳

幼
児
の
保

護
者
が
夜
間
及

び
深
夜
の

勤
務
に
従
事
す

る
場
合
へ
の
対

応
等

、
保
育
の

必
要
の
程
度
及

び
家
庭
等

の
状
況
を
勘
案

し
、
居
宅
訪
問

型
保

育
を
提
供

す
る
必
要
性
が

高
い
と
市

が
認
め
る
乳
幼

児
に
対
す
る
保

育
 

(
5
)
略
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大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

を定める条例の改正概要（第４１号議案関係） 

１ 改正の理由 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の改正に伴い、当該府

令に従って本市の条例で定める事項について、以下のとおり改正するものである。 

２ 改正の内容 

特定地域型保育事業者は、保育の提供の終了に際して卒園後の受皿の提供を行

う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を確保しなけれ

ばならないが、保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供される

よう市長が必要な措置を講じているときは、卒園後の受皿の提供を行う連携施設

の確保をしないことができることとする。 

※ 特定地域型保育事業者 子ども・子育て支援法に基づく給付の対象となる事

業者として市長の確認を受けた地域型保育事業（家庭的保育事業、小規模保育

事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業）を行う者をいう。 

３ 施行日 

公布の日 

（ 64 ）



大
村
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
）
 

第
４
２
条
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
市
長
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
１
項
第
３
号
の
規
定

を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
市
長

が
、
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
行
う

に
当
た
っ
て
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提

供
を
受
け
て
い
た
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
を
優
先
的
に
取
り
扱
う

措
置
そ
の
他
の
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提

供
の

終
了

に
際

し
て

、
当

該
満

３
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

係
る

教
育

・
保

育
給

付
認

定
保

護
者

の
希

望
に

基
づ

き
、

引
き

続
き

必
要

な
教

育
・
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
。

(
2
)
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
前
号
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

５
 
前
項

（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
地
域

型
保
育
事

業
者
は
、
児
童
福
祉
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う

ち
、
次
に

掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で

あ
っ
て
、

市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に

係
る
連
携
協
力
を
行
う
者
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)・

(
2)
 略

 
６
～
９
 
略
 

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
）
 

第
４
２
条
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
市
長
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同

号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
法
第

５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員

が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
も

の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
者
と
し
て
適

切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)・

(
2)
 略

 
６
～
９
 
略
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大
村
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
新
旧
対
照

表
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
職
員
）
 

第
１
０
条
 

略
 

２
 
略
 

３
 
放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ

て
、
都
道

府
県
知
事
又
は

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

２
５

２
条

の
１

９
第

１
項

の
指

定
都

市
若

し
く

は
同

法
第

２
５

２
条

の
２

２
第

１
項

の
中

核
市

の
長

が
行

う
研

修
を

修
了

し
た

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

(
1
)
～
(
1
0
)
 
略
 

４
・
５
 
略
 

（
職
員
）
 

第
１
０
条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ

て
、
都
道
府
県
知
事
又
は

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

２
５

２
条

の
１

９
第

１
項

の
指

定
都

市
の

長
が

行
う

研
修

を
修

了
し

た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～
(
1
0
)
 
略

 

４
・
５
 
略
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消防ポンプ自動車図面 

第４３号議案関係資料 

※車体を除く取付品等の位置、寸法

等については、変更となる場合が

あります。

大村市消防団 第１３分団 

大村市消防団 第１３分団 

大１３ 
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入 札 物 件 担当課

番号 備考

1 2

2 1 落札

3 3

4 5

5 辞退

6 辞退

7 4

上記のとおり入札を執行しましたので

公表いたします。

上記の金額に100分の10に相当する額を加算した金額が

法律上の申込みに係る価格である。

大村市長　園田　裕史

（株）サン・クリエイト -

20,500,000

（株）ユタカ防災サービス　大村
支店 20,800,000

ユニオン防災 20,700,000

（株）長崎ユタカ -

令和２年５月１３日

消防ポンプ自動車 安全対策課

ヤナセ産業（株） 20,200,000

（株）ナカムラ消防化学 19,510,000

（株）ツクモ

物品等入札状況調書

入札日時･場所 令和２年５月１３日（水）　午前１０時３０分　　市役所第６会議室

再入札額業者名 入札額

第４３号議案関係資料
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位置図 

第４４号議案関係資料 

工事場所

ＪＲ大村線

県立ろう学校跡地

市営小路口アパート
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大村市国民健康保険条例の改正概要（第４５号議案関係） 

１ 国民健康保険税の課税限度額の引上げ 

【改正後】 

基礎課税額 ６１万円 ６３万円 

後期高齢者支援金等課税額 １９万円 １９万円 

介護納付金課税額 １６万円 １７万円 

課税限度額 ９６万円 ９９万円 

２ 低所得世帯に係る国民健康保険税の軽減基準額の引上げ 

物価の上昇による影響で軽減対象者の範囲が縮小しないよう、低所得世帯に係る国

民健康保険税の軽減基準額を引き上げるもの 

【改正前】 

５割軽減基準額＝基礎控除額(３３万円)＋２８万円 

×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数） 

２割軽減基準額＝基礎控除額(３３万円)＋５１万円 

×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数） 

【改正後】 

５割軽減基準額＝基礎控除額(３３万円)＋２８．５万円 

×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数） 

２割軽減基準額＝基礎控除額(３３万円)＋５２万円 

×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数） 

特定同一世帯所属者・・・後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した者 

で国民健康保険の資格を喪失した日の前日以後も継続して同一の世 

帯に属するもの 

※モデルケース：被保険者数（世帯主を含む。）２人と特定同一世帯所属者１人の場合

【改正前】 【改正後】 

５割軽減世帯の所得金額上限 １１７万円 １１８．５万円 

２割軽減世帯の所得金額上限 １８６万円 １８９万円 

３ 施行日 

令和２年４月１日 

【改正前】 
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大
村
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
課
税
額
）
 

第
１
１
条
 
略
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除

く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定

し
た
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
６
３
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合

に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
６
３
０
，
０
０
０
円
と
す
る
。
 

３
 
略
 

４
 
第
１
項
第
３
号
の
介
護
納
付
金
課
税
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者

で
あ
る
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属

す
る
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
被
保

険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

合
算
額
が
１
７
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
介
護
納
付
金

課
税
額
は
、
１
７
０
，
０
０
０
円
と
す
る
。
 

（
保
険
税
の
減
額
）
 

第
２
５
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保

険
税
の
額
は
、
第
１
１
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲

げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
３
０
，
０
０
０

円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
６
３
０
，
０
０
０
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た

額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
１
９
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

１
９
０
，
０
０
０
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か

ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

１
７
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
１
７
０
，
０
０
０
円
）
の
合
算

額
と
す
る
。
 

(
1
)
略

（
課
税
額
）
 

第
１
１
条
 
略
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除

く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定

し
た
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
６
１
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合

に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
６
１
０
，
０
０
０
円
と
す
る
。
 

３
 
略
 

４
 
第
１
項
第
３
号
の
介
護
納
付
金
課
税
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者

で
あ
る
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属

す
る
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
被
保

険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

合
算
額
が
１
６
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
介
護
納
付
金

課
税
額
は
、
１
６
０
，
０
０
０
円
と
す
る
。
 

（
保
険
税
の
減
額
）
 

第
２
５
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保

険
税
の
額
は
、
第
１
１
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲

げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
１
０
，
０
０
０

円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
６
１
０
，
０
０
０
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た

額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
１
９
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

１
９
０
，
０
０
０
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か

ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

１
６
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
１
６
０
，
０
０
０
円
）
の
合
算

額
と
す
る
。
 

(
1
)
略
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改
正
後

改
正
前

(
2
)
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，
０
０
０
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
１
人
に
つ
き
２
８
５
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯

に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

ア
～
カ
 
略

(
3
)
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，
０
０
０
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
１
人
に
つ
き
５
２
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯

に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

ア
～
カ
 
略

(
2
)
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，
０
０
０
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
１
人
に
つ
き
２
８
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯

に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

ア
～
カ
 
略

(
3
)
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，
０
０
０
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
１
人
に
つ
き
５
１
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯

に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

ア
～
カ
 
略
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大村市介護保険条例の改正概要（第４６号議案関係） 

１ 改正の理由 

介護保険法施行令の改正に伴い、低所得者に対する保険料の減額措置を拡充する

ため、以下のとおり改正するものである。 

２ 改正の内容 

全９段階中第１段階から第３段階までの第１号被保険者の令和２年度の保険料の

額を次のとおり改める。 

所得 

階層 

減額前 減額後 

保険料率 
保険料 

（年額） 

令和元年度 令和２年度 

保険料率 
保険料 

（年額） 
保険料率 

保険料 

（年額） 

第１ 

段階 
0.5 34,800 円 0.375 26,100 円 

0.3 

（△0.075）

20,880 円 

（△5,220円） 

第２ 

段階 
0.75 52,200 円 0.625 43,500 円 

0.5 

（△0.125）

34,800 円 

（△8,700円） 

第３ 

段階 
0.75 52,200 円 0.725 50,460 円 

0.7 

（△0.025）

48,720 円 

（△1,740円） 

※保険料（年額）・・・基準額（第５段階の保険料 69,600 円）×保険料率

※所得階層の対象者の要件は次のとおり。

・第１段階・・・生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者、

世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80万円以下の者 

・第２段階・・・世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80万円を超え 120万円以下の者 

・第３段階・・・世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

120万円を超える者 

※第１段階については、平成２７年度から保険料の減額措置（保険料率の 0.05引下げ）を行っ

ている（平成３０年度は保険料率 0.45、保険料（年額）31,320円）。

※第２段階及び第３段階については、令和元年度から保険料の減額措置を行っている。

３ 施行日 

  令和２年４月１日 
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大
村
市
介
護
保
険
条
例
（
新
旧
対
照
表
）

改
正
後

改
正
前

（
保
険
料
）
 

第
３
条
 
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
１
０
年
政
令
第
４
１
２
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
３
８
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
 
３
４
，
８
０
０
円

(
2
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
 
５
２
，
２
０
０
円

(
3
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
 
５
２
，
２
０
０
円

(
4
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
者
 
６
２
，
６
４
０
円

(
5
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
 
６
９
，
６
０
０
円

(
6
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
６
号
に
掲
げ
る
者
 
８
３
，
５
２
０
円

(
7
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
７
号
に
掲
げ
る
者
 
９
０
，
４
８
０
円

(
8
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
８
号
に
掲
げ
る
者
 
１
０
４
，
４
０
０
円

(
9
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
９
号
に
掲
げ
る
者
 
１
１
８
，
３
２
０
円

２
 
前
項
第
１

号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦

課
に

係
る

令
和

２
年

度
に

お
け

る
保

険
料

は
、

同
号

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
２
０
，
８
８
０
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１

項
第
２
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額

賦
課
に
係
る
令
和
２
年
度
に
お
け
る
保
険
料
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
３
４
，
８
０
０
円
と
す
る
。

４
 
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額

賦
課
に
係
る
令
和
２
年
度
に
お
け
る
保
険
料
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
４
８
，
７
２
０
円
と
す
る
。
 

（
保
険
料
）
 

第
３
条
 
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料

は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
介
護
保
険

法
施
行
令
（
平
成
１
０
年
政
令
第
４
１
２
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
３
８
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
 
３
４
，
８
０
０
円

(
2
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
 
５
２
，
２
０
０
円

(
3
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
 
５
２
，
２
０
０
円

(
4
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
者
 
６
２
，
６
４
０
円

(
5
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
 
６
９
，
６
０
０
円

(
6
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
６
号
に
掲
げ
る
者
 
８
３
，
５
２
０
円

(
7
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
７
号
に
掲
げ
る
者
 
９
０
，
４
８
０
円

(
8
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
８
号
に
掲
げ
る
者
 
１
０
４
，
４
０
０
円

(
9
)
令
第
３
８
条
第
１
項
第
９
号
に
掲
げ
る
者
 
１
１
８
，
３
２
０
円

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦

課
に
係
る
令
和
元
年
度
及
び
令
和
２
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
は
、

同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
２
６
，
１
０
０
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額

賦
課

に
係

る
令

和
元

年
度

及
び

令
和

２
年

度
の

各
年

度
に

お
け

る
保

険
料

は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
４
３
，
５
０
０
円
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額

賦
課

に
係

る
令

和
元

年
度

及
び

令
和

２
年

度
の

各
年

度
に

お
け

る
保

険
料

は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
５
０
，
４
６
０
円
と
す
る
。
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公用車の物損事故について（報告第１０号関係） 

 

１ 経緯 

令和２年２月１４日午前９時４０分頃、本市福祉保健部パート職員が  氏

（以下「相手方」という。）宅に隣接する敷地内に駐車しようと公用車を後進さ

せた際、相手方所有のブロック塀に接触し、損傷を与えた。 

 

２ 事故の原因及び処理 

事故の原因は、当該パート職員が後方の確認を十分に行っていなかったことによ

るものである。 

事故発生後、相手方と事後措置について協議を行い、下記３のとおり示談した。 

なお、当該パート職員には、今後十分に確認を行い、安全運転に努めるよう厳重

に注意した。 

 

３ 示談内容 

大村市は、相手方に対し、修理費の全額３８，５００円（全額保険対応）を損害

賠償金として支払う。 
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事故発生場所 

県営住宅
玖島団地

報告第１０号関係資料

内田川

大村 
駅

詳細図１（平面図） 詳細図２（側面図） 

公用車 

ブロック塀

相手方宅公用車 

駐車

スペース

駐車 
車両 民家

道路

田の平橋

常盤橋
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大村市立小学校内における窓の落下事故について（報告第１１号関係）

１ 経緯 

令和元年１０月９日午後２時２０分頃、大村市立小学校において、１階トイレ内

の窓（高さ６０ｃｍ、長さ９０ｃｍ、重さ約５.２ｋｇ）を児童が閉めたところ、

当該窓が窓枠から外れて外側に落下し、近くにいた児童の背中に当たり、当該児童

が負傷した。 

２ 事故の原因及び処理 

事故の原因は、錆により戸車が回転せず、スムーズに開閉できない状態になって

いた窓が何らかの原因で浮き上がり、窓枠から外れてしまったためである。

事故発生後、負傷した児童（以下「相手方」という。）と事後措置について協議

を行い、下記３のとおり示談した。

なお、市内の全ての小中学校において、経年劣化による窓枠の歪み、窓の戸車の

不具合等によりスムーズに開閉できない箇所を点検し、是正が必要な箇所には、対

策を講じた。

３ 示談内容 

大村市は、相手方に対し、慰謝料等の全額１７９，８４３円（全額保険対応）を

損害賠償金として支払う。
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  事故発生状況図 

報告第１１号関係資料

落下した窓

１４５ｃｍ
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 工事請負契約の変更について（報告第１２号関係） 

１ 工 事 名  東浦漁港海岸保全施設（離岸堤）整備工事 

２ 契約の相手方  佐世保市天満町２番３０号 

門田建設株式会社 

代表取締役 門田 治男 

３ 変 更 理 由  離岸堤の基礎部分について被覆石工の施工部分を延長するとと

もに、一部の場所において消波工を追加するため。 

４ 経 過 

契約金額 変更金額 工期 

当初契約 

(令和元年10月23日締結) 

126,804,700円 

※予定価格140,365,500円 
－ 

令和元年 10月 25日から 

令和 2年 3月 3日まで 

第1回変更契約 

(令和2年1月14日締結) 
同上 － 

令和元年 10月 25日から 

令和 2年 3月 31日まで 

第2回変更契約 

(令和 2年 2月 28日議決) 
156,530,000円 29,725,300円 

令和元年 10月 25日から 

令和 2年 7月 31日まで 

今回変更契約 164,179,400円 7,649,400円 同上 
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農道上の自動車破損事故について（第５１号議案関係） 

 

１ 経緯 

令和２年３月２８日午後４時３０分頃、  氏（以下「相手方」という。）使用

の大型貨物自動車が大村市今村町の農道を走行していたところ、道路が陥没し、左

後輪が陥没箇所（縦１２０ｃｍ、横８０ｃｍ、深さ８０ｃｍ）にはまり、ホイール

及び車両底部に設置されたクレーン操作用の制御装置を損傷した。 

 

２ 事故の原因及び処理 

事故の原因は、山水等による長期の侵食により、道路の舗装下に空洞が発生した

ためである。事故発生後、陥没箇所の復旧工事を行った。 

 

３ 示談内容 

大村市は、相手方に対し、修理費等の全額５４０，５４０円（全額保険対応）を

損害賠償金として支払う。 
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詳細図１（平面図） 詳細図２（前面図）

第５１号議案関係資料

白石橋 

農道上に発生した陥没箇所により、

左後輪のホイール等を損傷

相手方車 相手方車

今村公民館 

事故発生場所 

農道

市道

農道 

市道三浦今村橋線 

（ 82 ）


	R2.6議案参考資料
	目次

	バインダー1
	R2.6議案参考資料
	〇(最終校正)議案参考資料
	〇(最終校正)議案参考資料
	(最終校正)議案参考資料
	（第34号議案参考資料①）大村市消防団員等公務災害補償条例の改正概要
	（第34号議案参考資料②）大村市消防団員等公務災害補償条例（新旧対照表）
	（第35号議案案参考資料①）大村市税条例等の改正概要（R2.0521松竹修正）
	（第35号議案参考資料②）大村市税条例（新旧対照表）（第1条関係）（条例：令和2年4月1日時点）
	（第35号議案参考資料③）大村市税条例（新旧対照表）（第2条関係）（条例：公布の日時点）

	（第35号議案参考資料④）大村市税条例（新旧対照表）（第3条関係）（条例：令和3年10月1日時点）
	(最終校正)議案参考資料
	（第35号議案参考資料⑤）大村市税条例（令和元年大村市条例第10号）（新旧対照表）（第4条関係）
	（第35号議案参考資料⑥）大村市都市計画税条例（新旧対照表）（第5条関係）
	（第35号議案参考資料⑦）大村市都市計画税条例（新旧対照表）（第6条関係）
	（第35号議案参考資料⑧）大村市税条例（平成30年大村市条例第24号）（新旧対照表）（附則第9条関係）
	（第36号議案参考資料）大村市手数料条例（新旧対照表）
	（第37号議案参考資料）大村市国民健康保険条例（新旧対照表）
	（第38号議案参考資料）大村市後期高齢者医療に関する条例（新旧対照表）
	（第39号議案参考資料）大村市介護保険条例（新旧対照表）
	（第40号議案参考資料①）大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正概要
	（第40号議案参考資料②）大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（新旧対照表）
	（第41号議案参考資料①）大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正概要
	（第41号議案参考資料②）大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（新旧対照表）
	（第42号議案参考資料）大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（新旧対照表）
	（第43号議案参考資料①）消防ポンプ自動車図面
	（第43号議案参考資料②）物品等入札状況調書
	2121

	（第44号議案参考資料①）位置図
	（第44号議案参考資料②）平面図
	（第45号議案参考資料①）大村市国民健康保険条例の改正概要
	（第45号議案参考資料②）大村市国民健康保険条例（新旧対照表）
	（第46号議案参考資料①）大村市介護保険条例の改正概要
	（第46号議案参考資料②）大村市介護保険条例（新旧対照表）




	（報告第10号参考資料①）事故専決（事故経緯）
	R2.6議案参考資料
	〇(最終校正)議案参考資料
	〇(最終校正)議案参考資料
	(最終校正)議案参考資料
	（報告第10号参考資料②）事故図面（長寿）
	（報告第11号参考資料①）事故専決（事故経緯）
	（報告第11号参考資料②）事故専決（事故図面）
	（報告第12号参考資料）工事請負契約の変更について（東浦高潮契約変更）




	（第51号議案参考資料①）農道上の事故
	R2.6議案参考資料
	〇(最終校正)議案参考資料
	（第51号議案参考資料②）事故図面






